
令和６年秋号 （第207号）

山梨県神社庁報 祝

祭
日に
は国旗を掲げましょう

11月３日　文化の日
11月23日　勤労感謝の日
１月１日　元日
１月13日　成人の日

金櫻神社拝殿竣工　（山梨市牧丘町仙口）



　
本
日
こ
こ
に
、
令
和
六
年
度
山
梨

県
神
社
関
係
者
大
会
を
開
催
い
た
し

ま
し
た
と
こ
ろ
、
神
社
本
庁
統
理
様
、

神
宮
大
宮
司
様
、
神
道
政
治
連
盟
会

長
樣
を
は
じ
め
、
多
く
の
ご
来
賓
の

ご
臨
席
を
賜
り
、
県
内
神
社
関
係
者

の
皆
様
に
は
、
繁
忙
中
に
も
関
わ
ら

ず
多
数
の
ご
参
加
を
い
た
だ
き
斯
く

も
盛
大
に
挙
行
で
き
ま
す
こ
と
は
、

誠
に
ご
同
慶
の
至
り
に
存
じ
、
衷
心

よ
り
感
謝
と
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
先
ず
も
っ
て
去
る
一
月
一
日
に
発

生
し
た
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
を

は
じ
め
、
度
重
な
る
自
然
災
害
に

よ
っ
て
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
々
に

心
よ
り
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

救
援
と
復
旧
の
作
業
が
速
や
か
に
進

む
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
神
社
庁
と
致

し
ま
し
て
も
義
捐
金
を
募
集
し
、
神

社
本
庁
を
通
じ
て
被
災
地
へ
届
け
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
の
温

か
い
ご
支
援
に
感
謝
致
し
ま
す
と
共

に
、
被
災
神
社
の
復
興
に
向
け
た
更

な
る
お
力
添
え
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　
畏
く
も
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ

ま
し
て
は
天
機
愈
々
麗
し
く
、
日
々

ご
公
務
に
あ
た
ら
れ
、
ご
精
励
遊
ば

さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
こ
と
慶
賀
に
存

じ
ま
す
。
ま
た
、
神
宮
の
こ
と
に
大

御
心
を
つ
か
わ
さ
れ
ま
す
こ
と
は
、

誠
に
有
り
難
く
畏
き
極
み
で
あ
り
ま

す
。

　
本
宗
と
仰
ぐ
神
宮
の
御
事
に
つ
き

ま
し
て
は
、
殊
に
本
年
四
月
八
日
に

第
六
十
三
回
神
宮
式
年
遷
宮
の
御
斎

行
に
つ
い
て
天
皇
陛
下
よ
り
ご
聴
許

を
賜
り
、
愈
々
準
備
が
本
格
的
に
執

り
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
存
じ
ま

す
。
私
共
と
致
し
ま
し
て
も
古
来
、

皇
室
第
一
の
重
事
、
神
宮
無
双
の
大

営
と
さ
れ
て
参
り
ま
し
た
式
年
遷
宮

が
古
式
ゆ
か
し
く
鄭
重
に
斎
行
さ
れ

る
べ
く
、
奉
賛
の
機
運
を
昂
め
て
い

く
こ
と
に
全
力
を
注
い
で
参
る
所
存

で
す
。 小

佐
野
　
正
　
史

庁
長

　
式
　
　
　
辞

　
ま
た
、
御
遷
宮
の
基
盤
と
な
り
ま

す
神
宮
大
麻
頒
布
に
つ
き
ま
し
て
は

昨
年
、
関
係
者
各
位
の
ご
尽
力
を
賜

り
ま
し
た
が
、
減
体
と
な
り
残
念
な

結
果
で
し
た
。
頒
布
活
動
も
大
変
厳

し
い
状
況
下
に
あ
る
も
の
と
拝
察
し

ま
す
が
、
各
支
部
に
お
か
れ
ま
し
て

は
増
体
頒
布
の
機
運
を
盛
り
上
げ
、

尚
一
層
の
ご
尽
力
を
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　
人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
に
よ
り

人
々
の
価
値
観
と
生
活
の
有
り
様
が

劇
的
に
変
化
し
続
け
る
今
、
斯
界
を

取
り
巻
く
現
状
は
厳
し
さ
を
増
し
、

神
社
護
持
に
大
き
な
影
響
が
及
ぶ
こ

と
が
憂
慮
さ
れ
ま
す
。
私
共
関
係
者

は
先
人
達
が
培
っ
て
き
た
我
が
国
固

有
の
精
神
文
化
を
基
調
と
し
た
伝
統

的
価
値
観
や
道
徳
意
識
を
一
層
昂
め

て
参
る
こ
と
が
肝
要
だ
と
思
い
ま
す
。

特
に
私
共
関
係
者
は
一
意
専
心
、
神

社
神
道
の
興
隆
に
邁
進
す
る
秋
と
存

じ
ま
す
。

　
地
域
社
会
の
心
の
拠
り
所
と
し
て

の
役
割
を
担
っ
て
き
た
神
社
の
祭
祀

祭
礼
を
賑
々
し
く
斎
行
し
、
神
社
と

地
域
を
元
気
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中

心
に
神
社
が
あ
り
、
祭
り
を
中
心
に

人
々
が
繋
が
る
。 

神
様
へ
の
感
謝

を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
大
御
心
を
い

た
だ
き
な
が
ら
日
々
の
生
活
に
励
む
、

そ
の
よ
う
な
人
々
が
地
域
に
溢
れ
る
。

安
寧
と
平
穏
を
願
い
、
祈
り
の
場
と

し
て
神
社
が
担
う
役
割
は
極
め
て
重

要
と
考
え
ま
す
。
広
く
皆
様
の
叡
智

を
結
集
し
て
祭
祀
の
厳
修
と
地
域
社

会
の
平
安
に
寄
与
せ
ね
ば
な
ら
な
い

も
の
と
存
じ
ま
す
。

　
人
々
の
精
神
的
紐
帯
で
あ
る
神
社

の
歴
史
と
伝
統
を
支
え
に
、
神
社
庁

が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を
考
え
、

五
年
先
、
十
年
先
を
見
据
え
た
展
望

を
描
き
つ
つ
、
更
な
る
発
展
の
た
め

に
力
を
尽
く
し
て
参
り
た
く
存
じ
ま

す
。
ど
う
か
皆
様
方
に
は
神
社
庁
の

諸
施
策
に
対
し
、
倍
旧
の
ご
理
解
ご

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　
結
び
に
あ
た
り
、
本
日
功
績
表
彰

を
お
受
け
に
な
ら
れ
た
方
々
に
対
し

お
祝
い
を
申
し
上
げ
、
こ
の
一
年
間

に
物
故
さ
れ
ま
し
た
関
係
各
位
の
ご

功
績
を
偲
び
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表

し
ま
す
と
共
に
、
関
係
神
社
の
ご
発

展
と
皆
様
方
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
申

し
上
げ
式
辞
と
い
た
し
ま
す
。
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秋
深
ま
る
、
今
日
の
佳
き
日
に
山

梨
県
神
社
庁
関
係
者
大
会
が
盛
大
に

開
催
さ
れ
る
に
当
り
、
一
言
ご
挨
拶

申
し
上
げ
ま
す
。

　
ご
参
会
の
皆
様
に
は
、
平
素
よ
り

奉
仕
神
社
の
護
持
運
営
に
御
尽
力
戴

き
、
斯
界
の
発
展
に
御
挺
身
戴
い
て

お
り
ま
す
こ
と
に
心
よ
り
敬
意
を
表

し
ま
す
。

　
冒
頭
に
あ
た
り
常
日
頃
総
代
会
に

ご
協
力
ご
指
導
い
た
だ
き
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。
令
和
六
年
を
迎
え
家
族

団
ら
ん
で
楽
し
ん
で
い
る
中
で
起
き

た
能
登
半
島
地
震
を
は
じ
め
、
迷
走

し
た
台
風
十
号
で
の
災
害
・
被
害
を

受
け
た
方
々
に
哀
心
よ
り
お
見
舞
い

を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
能
登
半
島
地
震
の
発
生
か
ら
十
ヵ

月
が
経
過
い
た
し
ま
す
。
被
災
さ
れ

た
神
社
も
数
多
く
あ
り
、
山
梨
県
神

社
庁
で
も
義
損
金
を
募
り
拠
出
い
た

し
ま
し
た
が
、
復
興
に
は
程
遠
く
感

じ
ら
れ
ま
す
。
今
後
も
出
来
る
限
り

の
支
援
を
行
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
神
宮
大
麻
増
体
運
動
に
つ
き
ま
し

て
は
、
総
代
会
と
し
て
も
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
参
り
若
い
世
代
に
も
幅

広
く
増
体
を
図
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
の
で
皆
様
方
の
ご
協

力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
不
活
動
神
社
が
県
内
に
二
〇
〇
社

余
り
有
る
と
云
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

力
を
合
わ
せ
て
解
決
出
来
る
様
ご
協

力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
神
社
に
携
わ
る
我
々
の
使
命
は
、

地
元
の
神
社
や
地
域
に
伝
わ
る
伝
統

文
化
を
守
り
継
ぐ
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

神
職
・
総
代
・
神
社
関
係
者
が
日
頃

か
ら
連
携
を
取
り
強
固
な
関
係
を
築

い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。

　
神
社
と
総
代
は
両
輪
と
は
言
え
ど

も
総
代
が
神
職
を
さ
て
置
い
て
歩
む

事
は
如
何
な
も
の
か
と
感
じ
ま
す
。

　
信
仰
の
空
気
の
中
で
の
ご
奉
仕
な

の
で
穏
や
か
に
楽
し
く
努
め
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
第
五
十
九
回
全
国
神
社
総
代
会
大

会
が
九
月
十
一
日
に
香
川
県
に
て
開

催
さ
れ
全
国
規
程
表
彰
を
峡
北
支
部

の
江
上
年
秋
様
、
南
都
留
支
部
の
三

枝
正
満
様
が
受
彰
さ
れ
ま
し
た
。
誠

小

尾

　

武

山
梨
県
神
社
総
代
会

　
ご
あ
い
さ
つ

会
長

に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
全
国

よ
り
千
七
百
名
が
集
り
厳
粛
な
大
会

で
し
た
。

　
来
年
の
六
十
回
大
会
は
長
野
市
に

於
い
て
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
結
び
に
あ
た
り
、
本
日
表
彰
の
栄

に
浴
さ
れ
た
方
々
の
多
年
に
亙
る
輝

か
し
い
御
功
績
に
対
し
、
深
甚
な
る

敬
意
を
表
し
ま
す
と
共
に
国
民
の
祝

日
に
は
国
旗
掲
揚
推
進
活
動
に
ご
協

力
と
各
神
社
の
弥
栄
と
皆
様
方
の
ご

健
勝
を
ご
祈
願
申
し
上
げ
御
挨
拶
と

致
し
ま
す
。

 

敬
神
生
活
の
綱
領 

 
　
神
道
は
天
地
悠
久
の
大
道
で

あ
�
て
�
崇
高
な
る
精
神
を
培

ひ
�
太
平
を
開
く
の
基
で
あ
る
� 

　
神
慮
を
畏
み
祖
訓
を
つ
ぎ
�

い
よ
い
よ
道
の
精
華
を
発
揮
し
�

人
類
の
福
祉
を
増
進
す
る
は
�

使
命
を
達
成
す
る
所
以
で
あ
る
� 

　
こ
こ
に
こ
の
綱
領
を
か
か
げ

て
向
う
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
�

実
践
に
つ
と
め
て
以
て
大
道
を

宣
揚
す
る
こ
と
を
期
す
る
� 

 

一
�
神
の
恵
み
と
祖
先
の
恩

と
に
感
謝
し
�
明
き
清

き
ま
こ
と
を
以
て
祭
祀

に
い
そ
し
む
こ
と 

 

一
�
世
の
た
め
人
の
た
め
に

奉
仕
し
�
神
の
み
こ
と

も
ち
と
し
て
世
を
つ
く

り
固
め
成
す
こ
と 

 

一
�
大
御
心
を
い
た
だ
き
て

む
つ
び
和
ら
ぎ
�
国
の

隆
昌
と
世
界
の
共
存
共

栄
と
を
祈
る
こ
と 

 

能
登
半
島
地
震
義
捐
金
寄
付
者
名
簿

　
か
ひ
が
ね
二
〇
六
号
に
て
記
載
の
名

簿
に
誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
左
記
の

通
り
訂
正
を
し
、
読
者
の
皆
様
な
ら
び

に
関
係
者
の
皆
様
に
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
し
た
こ
と
を
深
く
お
詫
び
申
し
上

げ
ま
す
。

訂
　
正

市
川
三
郷
町
下
芦
川
蹴
裂
神
社
　
北
　
村
　
晴
　
一

市
川
三
郷
町
下
芦
川
蹴
裂
神
社
　
芦
　
沢
　
正
　
和

市
川
三
郷
町
下
芦
川
蹴
裂
神
社
　
土
　
橋
　
雅
　
延

市
川
三
郷
町
上
野
蹴
裂
神
社
　
市
　
瀬
　
純
　
司

市
川
三
郷
町
上
野
蹴
裂
神
社
　
青
　
木
　
達
　
雄

市
川
三
郷
町
上
野
蹴
裂
神
社
　
髙
　
森
　
哲
　
郎

市
川
三
郷
町
上
野
蹴
裂
神
社
　
青
　
木
　
　
　
豊

市
川
三
郷
町
上
野
蹴
裂
神
社
　
中
　
込
　
幸
　
一

市
川
三
郷
町
上
野
蹴
裂
神
社
　
小
　
池
　
　
　
敏
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事
　
　
業

１
、
神
宮
大
麻
奉
斎
推
進

２
、
神
宮
参
宮
運
動
促
進

３
、
神
殿
三
大
祭
斎
行

４
、
神
宮
新
穀
感
謝
祭
奉
賛

５ 

、
靖
國
神
社
公
式
参
拝
実
現
運

動
実
施

６
、
北
方
領
土
返
還
運
動
継
続

７
、
各
種
研
修

　
イ
、
現
任
神
職
研
修
会

　
ロ
、
総
代
研
修
会

　
ハ
、
雅
楽
研
修
会

　
ニ
、 

関
東
地
区
中
堅
神
職
研
修

会

　
ホ
、
女
子
神
職
研
修
会

　
へ
、
初
任
神
職
研
修

　
ト
、
中
堅
神
職
研
修

８ 

、
一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
諸

会
議

９ 

　
一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
当

番
県

10
　
国
旗
掲
揚
運
動
推
進

11
　
不
活
動
神
社
対
策
事
業

12
　
過
疎
化
地
域
神
社
対
策
事
業

13
　
金
品
寄
付
者
顕
彰

14
　
神
政
連
活
動
に
協
力

15
　
神
社
奉
護
運
動
推
進

16
　
日
本
会
議
活
動
に
協
力

17 

　
美
し
い
日
本
の
憲
法
を
つ
く

る
山
梨
県
民
の
会
活
動
に
協
力

18
　
郷
土
暦
編
纂
配
布

19 

　
庁
報
「
か
ひ
が
ね
」
年
四
回

発
行

神
社
本
庁
統
理
の
承
認
を
申

請
し
た
神
社

申
請
件
数 

　 
二
十
三
件

承
認
件
数  
二
十
七
件

内
訳 

財
産
処
分 

十
件

建
物
新
改
築
等 

五
件

境
内
地
模
様
替 

四
件

規
則
変
更 

六
件

神
社
合
併 

二
件

神
社
本
庁
規
程
表
彰

淺
間
神
社
宮
司 

古
屋
　
真
弘

比
枝
神
社
宮
司 

津
金
八
千
代

小
室
浅
間
神
社
宮
司 

宮
下
　
重
範

牛
倉
神
社
責
任
役
員 

石
原
　
英
司

神
社
庁
規
程
表
彰

住
吉
神
社
禰
宜 

藤
巻
　
普
紀

諏
訪
大
神
社
宮
司 

日
原
　
瑞
枝

淺
間
神
社
権
禰
宜 

古
屋
　
真
東

諏
訪
八
幡
神
社
宮
司 

渡
邊
　
平
藏

冨
士
御
室
浅
間
神
社
禰
宜 

濱
　
　
将
盛

神
明
神
社
役
員 

齋
藤
　
忠
文

八
幡
神
社
総
代 

山
本
　
　
武

令
和
五
年
神
宮
大
麻
頒
布
優
良
奉
仕
者
表
彰

優
秀
支
部
  

東
八
代
支
部

 

峡
北
支
部

特
別
表
彰
頒
布
優
良
奉
仕
者

美
和
神
社
宮
司 

桃
井
　
一
祝

頒
布
優
良
奉
仕
者

酒
折
宮
権
禰
宜 

飯
田
　
浩
美

駒
ヶ
嶽
神
社
宮
司 

今
橋
　
　
武

諏
訪
八
幡
神
社
宮
司 

渡
邊
　
平
藏

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
権
禰
宜 

溝
田
　
哲
司

住
吉
神
社
総
代 

堤
　
　
勝
弥

頒
布
優
秀
神
社
関
係
団
体

住
吉
神
社 
住
吉
神
社
宮
元
崇
敬
会

全
国
神
社
総
代
会
規
程
表
彰

武
田
八
幡
宮
責
任
役
員 

江
上
　 
年
秋

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
責
任
役
員 

三
枝 

　
正
満

山
梨
県
神
社
総
代
会
規
程
表
彰

稲
積
神
社
甲
府
伊
勢
講
世
話
人 

山
田
　
一
郎

稲
積
神
社
甲
府
伊
勢
講
世
話
人 

穴
水
　
　
一

稲
積
神
社
稲
積
睦 

切
田
　
健
二

稲
積
神
社
敬
神
婦
人
会
役
員 

小
川
か
つ
美

稲
積
神
社
敬
神
婦
人
会 

沼
上
　
菊
江

鈴
宮
諏
訪
神
社
前
総
代
会
長 

羽
生
　
大
治

鈴
宮
諏
訪
神
社
総
代
会
長 

古
矢
　
　
睦

神
明
神
社
前
総
代
会
長 

小
林
　
　
隆

神
明
神
社
総
代
会
長 

瀬
　
　
晃

熊
野
神
社
総
代
会
長 

鎌
田
　
　
茂

金
櫻
神
社
氏
子
総
代 

相
原
　
正
彦

金
櫻
神
社
氏
子
総
代 

窪
田
　
治
雄

金
櫻
神
社
責
任
役
員 

坂
下
　
　
武

金
櫻
神
社
責
任
役
員 

相
原
　
勝
仁

金
櫻
神
社
氏
子
総
代 

桐
山
　
　
茂

酒
折
宮
責
任
役
員 

早
川
　
高
仁

酒
折
宮
責
任
役
員 

小
野
　
俊
夫

酒
折
宮
責
任
役
員 

太
田
　
政
文

御
崎
神
社
氏
子
総
代
会
会
長 

種
田
　
一
夫

原
山
神
社
氏
子
総
代
会
会
長 

服
田
　
尚
隆

笠
屋
神
社
総
代
会
会
長 

近
藤
　
偉
典

笠
屋
神
社
総
代
会
副
会
長 

澤
登
　
森
次

八
幡
神
社
責
任
役
員 

坂
本
　
　
桂

大
瀧
神
社
奉
賛
会
会
長 

今
井
　
明
生

大
瀧
神
社
氏
子
総
代
長 

茅
野
　
和
明

北
野
天
神
社
奉
賛
会
会
長 

金
丸
　
正
幸

︻
新
任
神
職
︼

一
宮
賀
茂
神
社
禰
宜 

稲
葉
　
政
徳

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

庁
　
務
　
報
　
告

庁
　
務
　
報
　
告

大
神
社
権
禰
宜 

吉
田
　
仁
六

山
神
社
権
禰
宜 

小
佐
野
重
正

甲
斐
奈
神
社
禰
宜 

中
川
　
麻
里

日
吉
山
王
神
社
禰
宜 

大
村
康
太
郎

︻
昇
任
神
職
︼ 

 

菅
田
天
神
社
宮
司 

後
藤
　
千
絵

冨
士
御
室
浅
間
神
社
禰
宜 

濱
　
　
将
盛

 ︻
帰
幽
神
職
︼ 

 

犬
嶋
神
社
宮
司 

渡
邊
　
正
邦

稲
積
神
社
権
禰
宜 

　
根
津
　
　
司

福
地
八
幡
神
社
宮
司 

福
田
　
恵
介

酒
折
宮
権
禰
宜 

飯
田
　
淳
美

︻
退
職
神
職
︼ 

 

諏
訪
神
社
宮
司 

清
水
　
孝
徳

天
神
社
禰
宜 

松
田
　
光
子
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令
和
五
年

九
・
　
一

九
・
　
三

九
・
一
七

九
・
一
九

九
・
二
四

一
〇
・
　
一

一
〇
・
　
五

一
〇
・
二
四

一
〇
・
二
七

一
〇
・
三
〇

一
一
・
　
一

一
一
・
　
二

一
一
・
　
九

一
一
・
一
三

一
二
・
　
一

令
和
六
年

一
・
　
一

一
・
二
三

二
・
　
一

二
・
　
七

三
・
　
一

三
・
　
五

三
・
二
六

四
・
　
一

四
・
　
五

四
・
一
二

四
・
二
三

五
・
　
一

五
・
　
三

五
・
　
五

五
・
一
一

六
・
　
一

七
・
　
一

八
・
　
一

八
・
一
九

八
・
二
六

令
和
五
年

九
・
一

九
・
二

九
・
三

九
・
六

九
・
七

九
・
一
二

九
・
一
七

九
・
一
八

九
・
二
〇

九
・
二
一

九
・
二
四

九
・
二
八

九
・
二
九

一
〇
・
二

一
〇
・
五

一
〇
・
一
〇

一
〇
・
一
三

一
〇
・
一
七

一
〇
・
二
〇

一
〇
・
二
四

一
〇
・
二
六

一
〇
・
二
七

一
〇
・
三
〇

一
一
・
二

一
一
・
八

一
一
・
九

一
一
・
一
三

一
一
・
一
六

一
一
・
二
一

～
二
二

一
一
・
二
四

一
一
・
二
八

一
二
・
三

一
二
・
一
二

一
二
・
一
五

一
二
・
二
五

令
和
六
年

一
・
一
〇

一
・
二
三

一
・
二
五

一
・
二
六

一
・
二
九
～

三
一

二
・
六

二
・
七

二
・
一
三

二
・
一
九

二
・
二
一

神
殿
月
次
祭
斎
行

牛
倉
神
社
例
祭
献
幣
使
参
向

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
参
列

小
室
浅
間
神
社
献
幣
使
参
向

峡
南
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布

始
祭
参
列

神
殿
月
次
祭
斎
行

山
梨
縣
護
國
神
社
献
幣
使
参

向山
梨
県
神
社
庁
神
宮
大
麻
暦

頒
布
始
祭
斎
行

甲
府
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布

始
祭
参
列
、
東
山
梨
支
部
神

宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
参
列

東
八
代
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒

布
始
祭
参
列
、
南
都
留
支
部

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
参
列

神
殿
月
次
祭
斎
行

峡
北
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布

始
祭
参
列

峡
中
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布

始
祭
参
列
、
北
都
留
支
部
神

宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
参
列

神
殿
新
嘗
祭
斎
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
殿
歳
旦
祭
斎
行

神
殿
例
祭
斎
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
殿
祈
年
祭
斎
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
祭
参

列靖
國
神
社
正
式
参
拝

神
殿
月
次
祭
斎
行

山
梨
縣
護
國
神
社
例
祭
参
列

武
田
神
社
例
祭
参
列

靖
国
神
社
春
季
例
大
祭
参
列

神
殿
月
次
祭
斎
行

稲
積
神
社
例
大
祭
参
列

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
献

幣
使
参
向

悠
紀
の
里
お
田
植
祭
参
列

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

神
殿
月
次
祭
斎
行

山
梨
縣
護
國
神
社
正
式
参
拝

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
鎮

火
祭
参
列

東
山
梨
支
部
定
期
総
会
（
山

梨
市
民
会
館
）

悠
紀
の
里
抜
穂
祭

牛
倉
神
社
献
幣
使
参
向
（
牛

倉
神
社
）

第
五
十
八
回
全
国
神
社
総
代

会
大
会
（
群
馬
県
高
崎
市
）

堀
内
詔
子
を
励
ま
す
会
（
東

京
都
）、
神
社
本
庁
常
務
理

事
会
（
神
社
本
庁
）、
神
社

本
庁
役
員
会
（
神
社
本
庁
）

全
国
敬
神
婦
人
全
国
大
会

（
宮
﨑
）、
不
活
動
神
社
第
二

回
実
地
調
査
（
北
都
留
支
部
）

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
参
列

（
神
宮
）、
雅
楽
研
修
会
（
甲
）

雅
楽
研
修
会
（
乙
）

教
化
委
員
会
（
常
磐
ホ
テ
ル
）

有
村
治
子
二
十
周
年
感
謝
の

集
い
（
東
京
都
）

峡
南
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布

始
祭
（
峡
南
支
部
）

神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県
神

社
庁
）、
顧
問
参
与
会
（
ホ

テ
ル
談
露
館
）

中
山
長
老
祝
賀
会
（
パ
レ
ス

ホ
テ
ル
大
宮
）、
神
道
雅
楽

会
琴
稽
古
（
山
梨
県
神
社
庁
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）

山
梨
縣
護
國
神
社
献
幣
使
参

向
・
参
列
（
山
梨
縣
護
國
神

社
）、
山
形
県
神
社
庁
長
特

級
昇
進
祝
賀
会
（
鶴
岡
市
）

一
都
七
県
神
社
庁
教
化
担
当

者
会
（
常
磐
ホ
テ
ル
）

神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上
計

画
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
神
社
庁
役
員
会
（
山

梨
県
神
社
庁
）

神
道
雅
楽
会
稽
古
（
山
梨
県

神
社
庁
）

神
社
本
庁
定
例
評
議
員
会

（
神
社
本
庁
）

令
和
五
年
度
山
梨
県
神
社
関

係
者
大
会
（
Ｙ
Ｃ
Ｃ
県
民
文

化
ホ
ー
ル
）

教
化
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）

甲
府
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布

始
祭
（
甲
府
支
部
）、
東
山

梨
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始

祭
（
東
山
梨
支
部
）

東
八
代
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒

布
始
祭
（
東
八
代
支
部
）、

南
都
留
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒

布
始
祭
（
南
都
留
支
部
）

峡
北
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布

始
祭
（
峡
北
支
部
）

一
都
七
県
神
社
庁
庁
長
会

（
明
治
記
念
館
）

峡
中
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布

始
祭
（
峡
中
支
部
）、
北
都

留
支
部
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始

祭
（
北
都
留
支
部
）

身
分
選
考
委
員
会
（
山
梨
県

神
社
庁
）、
神
社
庁
役
員
会

（
山
梨
県
神
社
庁
）、
神
殿
新

嘗
祭
斎
行
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
神
宮
大
麻
頒
布
の
た

め
の
講
演
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）

新
穀
感
謝
祭

教
化
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）

全
国
教
化
担
当
者
会
議
（
神

社
本
庁
）

日
本
会
議
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
来

県人
事
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
神
社
庁
役
員
会
（
山

梨
県
神
社
庁
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）

神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県
神

社
庁
）

神
社
庁
臨
時
役
員
会
（
山
梨

県
神
社
庁
）、
神
殿
例
祭
斎

行
（
山
梨
県
神
社
庁
）

山
梨
県
女
子
神
職
会
総
会

（
山
梨
県
神
社
庁
）

教
化
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）

神
宮
初
参
り

第
二
期
過
疎
地
域
神
社
活
性

化
推
進
施
策
研
究
会
（
神
社

本
庁
）

神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県
神

社
庁
）、
神
殿
祈
年
祭
斎
行

（
山
梨
県
神
社
庁
）、
教
化
講

演
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

第
二
十
二
回
神
道
政
治
連
盟

時
局
対
策
連
絡
会
議
（
衆
議

院
議
員
第
二
議
員
会
館
）

東
山
梨
・
東
八
代
支
部
合
同

祭
式
研
修
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）

一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
総

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

庁
　
務
　
日
　
誌
　
抄

庁
　
務
　
日
　
誌
　
抄

祭
　
儀
　
関
　
係

神
社
本
庁
・
神
社
庁
・
神
政
連
・
総
代
会
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二
・
二
二

二
・
二
六
～

三
・
一

二
・
二
七

二
・
二
八

二
・
二
九

三
・
五

三
・
一
二

三
・
一
四

三
・
一
五

三
・
一
六

三
・
一
八

三
・
一
九

三
・
二
一

三
・
二
四

三
・
二
八

三
・
二
九

四
・
四
～
五

四
・
一
二

四
・
一
八

四
・
二
三

四
・
二
五

五
・
三

五
・
五

五
・
一
一

五
・
二
〇

五
・
二
一

五
・
二
二

五
・
二
三

五
・
二
四

五
・
二
五

五
・
二
六

五
・
二
七

五
・
二
八
～

三
〇

五
・
二
九

五
・
三
〇

六
・
二

六
・
三

六
・
六
～
七

六
・
一
〇

六
・
一
一

六
・
一
三

六
・
一
七

六
・
二
〇

六
・
二
一

六
・
二
三

六
・
二
五

七
・
二

七
・
八

七
・
九

七
・
一
〇

七
・
一
二

七
・
一
三

七
・
一
九

七
・
二
二

七
・
二
三

七
・
二
四

七
・
二
五

七
・
二
七
～

二
八

七
・
二
九

八
・
一

三
・
三
～
四

八
・
六

八
・
一
九

八
・
二
三

八
・
二
六

八
・
二
九

八
・
三
〇

八
・
三
一

会
（
ホ
テ
ル
鐘
山
苑
）

教
化
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）

一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
第

六
十
八
回
中
堅
神
職
研
修
会

（
甲
）（
明
治
神
宮
会
館
）

一
都
七
県
神
道
政
治
連
盟
本

部
長
幹
事
長
事
務
局
長
会
議

（
第
一
ホ
テ
ル
東
京
）

神
社
庁
職
員
実
務
研
修
会

（
神
社
本
庁
）

神
社
庁
シ
ス
テ
ム
改
修
意
見

交
換
会
（
神
社
本
庁
）

神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
祭
参

列
（
神
宮
）、
神
宮
大
麻
頒

布
向
上
計
画
研
修
会
（
神
宮
）

神
社
本
庁
理
事
会
（
神
社
本

庁
）、
教
化
委
員
会
（
山
梨

県
神
社
庁
）

神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県
神

社
庁
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）

峡
南
・
峡
中
・
峡
北
支
部
合

同
祭
式
研
修
会
【
中
止
】

女
子
神
職
会
関
東
地
区
研
修

会
（
ホ
テ
ル
春
日
居
）

出
羽
三
山
神
社
宮
司
就
任
祝

賀
会
（
鶴
岡
）

山
梨
県
神
道
雅
楽
会
稽
古

（
山
梨
県
神
社
庁
）

一
宮
賀
茂
神
社
竣
工
奉
告
祭

参
列
（
身
延
町
）

一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
事

務
職
員
研
修
会
（
ホ
テ
ル
談

露
館
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）

全
国
神
社
総
代
会
幹
部
研
修

会
（
長
崎
）

高
田
神
社
例
大
祭
参
列
（
武

田
神
社
）

一
都
七
県
評
議
員
の
会
（
明

治
記
念
館
）、
教
化
委
員
会

（
兩
之
木
八
幡
宮
）

神
道
青
年
会
全
国
協
議
会

七
十
五
周
年
記
念
大
会
（
明

治
記
念
館
）

神
宮
大
麻
頒
布
向
上
計
画
委

員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）、

講
師
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）、

神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県
神

社
庁
）

稲
積
神
社
例
大
祭
参
列
（
稲

積
神
社
）

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
例

大
祭
献
幣
使
参
向
（
北
口
本

宮
冨
士
浅
間
神
社
）

悠
紀
の
里
御
田
植
祭
り
参
列

神
社
本
庁
常
務
理
事
会
（
神

社
本
庁
）、
神
社
本
庁
役
員

会
（
神
社
本
庁
）、
不
活
動

神
社
対
策
委
員
会
実
地
調
査

（
東
山
梨
支
部
）

全
国
神
社
総
代
会
代
議
員
会

（
神
社
本
庁
）、
國
學
院
大
學

協
議
員
会
（
明
治
記
念
館
）

神
社
本
庁
表
彰
式
（
明
治
記

念
館
）

神
社
本
庁
定
例
評
議
員
会

（
神
社
本
庁
）

神
社
本
庁
定
例
評
議
員
会

（
神
社
本
庁
）、
班
幣
式
（
神

社
本
庁
）、
庁
長
会
（
神
社

本
庁
）

東
八
代
支
部
神
職
総
代
合
同

総
会
（
淺
間
神
社
）

南
都
留
・
北
都
留
支
部
合
同

祭
式
研
修
会
（
牛
倉
神
社
）、

峡
南
支
部
神
職
総
代
合
同
総

会
（
南
部
町
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）

教
化
研
修
旅
行
（
宮
﨑
）

靖
國
神
社
宮
司
就
任
挨
拶
会

（
パ
レ
ス
ホ
テ
ル
東
京
）

絹
布
改
正
武
道
館
一
万
人
大

会氏
子
青
年
協
議
会
総
会（
甲
府
）

表
彰
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
神
社
庁
役
員
会
（
山

梨
県
神
社
庁
）

神
宮
評
議
員
会
（
神
宮
）

神
政
連
本
部
長
事
務
局
長
連

絡
会
（
神
社
本
庁
）、
神
政

連
国
会
議
員
懇
談
会
（
ホ
テ

ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
）、
峡

北
支
部
総
会
（
峡
北
支
部
）

神
政
連
中
央
委
員
会
（
神
社

本
庁
）、
神
社
庁
事
務
担
当

者
会
（
神
社
本
庁
）

山
梨
県
敬
神
婦
人
連
合
会
監

査
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

山
梨
県
敬
神
婦
人
連
合
会
監

査
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）

峡
中
支
部
総
会
（
櫛
形
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
）、
教
化
委

員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

神
社
検
定
試
験
会
場
（
山
梨

県
神
社
庁
）

庁
規
則
検
討
委
員
会
（
山
梨

県
神
社
庁
）、
予
算
委
員
会

（
山
梨
県
神
社
庁
）

皇
室
の
伝
統
を
守
る
国
民
の

会
総
会
（
明
治
記
念
館
）

一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
中

堅
神
職
研
修
会
開
講
式
（
明

治
神
宮
会
館
）

身
分
選
考
委
員
会
（
山
梨
県

神
社
庁
）、
神
宮
大
麻
頒
布

向
上
計
画
員
会
（
山
梨
県
神

社
庁
）、
神
社
庁
役
員
会
（
山

梨
県
神
社
庁
）

禊
錬
成
研
修
会
（
つ
つ
じ
ヶ

崎
温
泉
）

一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
中

堅
神
職
研
修
会
閉
講
式
（
明

治
神
宮
会
館
）

緑
陰
子
供
会
【
中
止
】

神
社
庁
役
員
会
（
山
梨
県
神

社
庁
）

山
梨
県
敬
神
婦
人
連
合
会
総

会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

山
梨
県
神
社
総
代
会
監
査

（
山
梨
県
神
社
庁
）

甲
府
支
部
神
職
総
代
合
同
総

会
（
甲
府
支
部
）、
北
都
留

支
部
神
職
総
代
合
同
総
会

（
北
都
留
支
部
）

神
道
政
治
連
盟
山
梨
県
本
部

役
員
会
（
山
梨
県
神
社
庁
）

初
任
神
職
研
修
会
（
山
梨
県

神
社
庁
）

神
社
庁
監
査
会
（
山
梨
県
神

社
庁
）、
教
化
委
員
会
（
山

梨
県
神
社
庁
）

神
道
政
治
連
盟
地
方
議
員
懇

談
会
監
査
会
（
県
議
会
）

初
任
神
職
研
修
会
（
山
梨
県

神
社
庁
）

表
彰
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
神
社
庁
役
員
会
（
山

梨
県
神
社
庁
）、
山
梨
県
神

社
庁
協
議
員
会
（
山
梨
県
神

社
庁
）、
山
梨
県
神
社
総
代

会
評
議
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）、
神
道
政
治
連
盟
山
梨

県
本
部
監
査
会
（
山
梨
県
神

社
庁
）

神
道
政
治
連
盟
山
梨
県
本
部

護
国
神
社
正
式
参
拝
（
山
梨

縣
護
國
神
社
）、
神
道
政
治

連
盟
山
梨
県
本
部
代
議
員
会

（
山
梨
県
神
社
庁
）、
神
道
政

治
連
盟
山
梨
県
本
部
地
方
議

員
懇
談
会
総
会
（
山
梨
県
神

社
庁
）

庁
報
委
員
会
（
山
梨
県
神
社

庁
）

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
鎮

火
祭
参
列
（
北
口
本
宮
冨
士

浅
間
神
社
）

山
梨
県
女
子
神
職
会
祭
祀
舞

研
修
会

東
山
梨
支
部
定
期
総
会
（
東

山
梨
支
部
）

悠
紀
の
里
抜
穂
祭
（
甲
府
）

山梨県神社庁経常費歳入歳出決算　自　令和５年７月１日　至　令和６年６月30日

山梨県神社庁経常費歳入歳出予算　自　令和６年７月１日　至　令和７年６月30日

款項　　科　　目

神社本庁幣帛料
負 担 金
本 庁 協 賛 金
神 社 負 担 金
神 職 負 担 金
特別神社寄贈金
神宮奉賛活動推進費
交 付 金
神宮神徳宣揚費
神社本庁交付金
財 産 収 入
神 殿 奉 納 金
財 産 利 子
預 金 利 子
諸 収 入
郷 土 暦 頒 布 費
手数料並授与料
雑 収 入
特 別 納 付 金
当 初 運 営 金
繰 越 金
歳 入 合 計

款項　　科　　目

幣 帛 料
神宮神徳宣揚費
本庁特別納付金
支 部 交 付 金
会 議 費
役 員 会 費
委 員 会 費
関 係 者 大 会 費
参 与 会 費
給 料 及 諸 給 与
給 料
諸 給 手 当
賞 与
傭 人 料
社 会 保 険
福 利 厚 生 費
庁 費
備 品 費
文 房 具 費
図 書 印 刷 費
消 耗 品 費
光 熱 水 費

通 信 運 搬 費
賄 費
旅 費
交 際 費
慶 弔 費
雑 費
車両維持管理費
事 業 費
教 化 関 係 費
教 化 委 員 会 費
地 方 研 修 所 費
講 習 会 助 成 費
庁 報 発 行 費
郷 土 暦 調 整 費
神宮奉賛活動推進費
指定団体補助金
神社本庁協賛金
表 彰 費
神 社 調 査 費
諸 祭 寄 贈 金
一都七県当番準備金
一都七県当番県助成金
神社本庁負担金
大 麻 暦 頒 布 費
頒 布 始 祭 費
郷土暦頒布交付金
荷 造 発 送 費
頒 布 費
派 遣 費
評 議 員 派 遣 費
一都七県連合会派遣費
神宮奉仕員派遣費
事務担当者派遣費
会 館 運 営 費
神 殿 費
借 地 費
営 繕 費
管 理 費
諸 費
資金財産造成費
基本財産造成費
予備資金積立金
職員退職金積立金
会館維持資金積立金
神宮式年遷宮積立金
災害対策基金積立金
分 担 金
運営資金積立金
次年度当初運営金
予 備 費
歳 出 合 計

372,200
22,115,990
580,000

11,194,100
8,097,000
1,844,890
400,000

55,682,240
54,800,000
882,240
10,528
10,000
338
190

4,577,719
1,884,000
826,600
727,119
1,140,000
6,000,000
7,535,393
96,294,070

376,800
34,919,688
10,989,688
23,930,000
3,473,718
1,599,788
97,185

1,262,203
514,542

18,448,664
9,600,000
2,550,840
3,600,000

0
2,628,281
69,543

5,646,897
565,353
24,180
47,550
353,433
910,820

545,878
20,828

1,371,910
678,810
112,490
36,962
978,683
9,047,459
217,584
2,481,694
681,836

0
1,133,000
1,042,796
400,000
1,220,000
435,000
73,978

0
110,000

0
1,251,571
4,520,250
952,740
80,000
565,200
34,540
273,000
1,171,327
293,860
748,687

0
128,780
1,201,189
103,589
400,000
246,200
323,400
128,000
3,020,000
10,000
10,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
600,000
800,000
5,000,000

0
89,178,732

370,000
22,504,600
580,000

11,312,600
8,282,000
1,930,000
400,000

54,400,000
53,600,000
800,000
12,000
10,000
1,000
1,000

3,898,062
1,800,000
500,000
598,062
1,000,000
5,000,000
7,115,338
93,300,000

令和５年度決算額

令和５年度決算額

令和６年度予算額

令和６年度予算額

450,000
34,240,000
10,800,000
23,440,000
4,050,000
1,700,000
150,000
1,500,000
700,000

18,954,940
9,784,800
2,550,840
3,669,300
50,000

2,800,000
100,000
8,150,000
800,000
50,000
200,000
500,000
1,400,000

900,000
50,000

1,800,000
900,000
250,000
100,000
1,200,000
8,805,000
400,000
2,500,000
1,000,000
50,000

1,200,000
1,100,000
600,000
1,220,000
435,000
100,000
50,000
150,000

－
0

4,590,000
1,045,000
80,000
600,000
50,000
315,000
1,660,000
350,000
1,000,000
10,000
300,000
1,430,000
200,000
400,000
300,000
400,000
130,000
3,120,000
10,000
10,000
500,000
600,000
1,000,000
1,000,000
500,000
800,000
5,000,000
505,060

93,300,000

歳　　入　　の　　部

歳　　出　　の　　部
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山梨県神社庁経常費歳入歳出決算　自　令和５年７月１日　至　令和６年６月30日

山梨県神社庁経常費歳入歳出予算　自　令和６年７月１日　至　令和７年６月30日

款項　　科　　目

神社本庁幣帛料
負 担 金
本 庁 協 賛 金
神 社 負 担 金
神 職 負 担 金
特別神社寄贈金
神宮奉賛活動推進費

交 付 金
神宮神徳宣揚費
神社本庁交付金

財 産 収 入
神 殿 奉 納 金
財 産 利 子
預 金 利 子

諸 収 入
郷 土 暦 頒 布 費
手数料並授与料
雑 収 入
特 別 納 付 金

当 初 運 営 金
繰 越 金
歳 入 合 計

款項　　科　　目

幣 帛 料
神宮神徳宣揚費
本庁特別納付金
支 部 交 付 金

会 議 費
役 員 会 費
委 員 会 費
関 係 者 大 会 費
参 与 会 費

給 料 及 諸 給 与
給 料
諸 給 手 当
賞 与
傭 人 料
社 会 保 険
福 利 厚 生 費

庁 費
備 品 費
文 房 具 費
図 書 印 刷 費
消 耗 品 費
光 熱 水 費

通 信 運 搬 費
賄 費
旅 費
交 際 費
慶 弔 費
雑 費
車両維持管理費
事 業 費
教 化 関 係 費
教 化 委 員 会 費
地 方 研 修 所 費
講 習 会 助 成 費
庁 報 発 行 費
郷 土 暦 調 整 費
神宮奉賛活動推進費
指定団体補助金
神社本庁協賛金
表 彰 費
神 社 調 査 費
諸 祭 寄 贈 金
一都七県当番準備金
一都七県当番県助成金
神社本庁負担金
大 麻 暦 頒 布 費
頒 布 始 祭 費
郷土暦頒布交付金
荷 造 発 送 費
頒 布 費
派 遣 費
評 議 員 派 遣 費
一都七県連合会派遣費
神宮奉仕員派遣費
事務担当者派遣費
会 館 運 営 費
神 殿 費
借 地 費
営 繕 費
管 理 費
諸 費
資金財産造成費
基本財産造成費
予備資金積立金
職員退職金積立金
会館維持資金積立金
神宮式年遷宮積立金
災害対策基金積立金
分 担 金
運営資金積立金
次年度当初運営金
予 備 費
歳 出 合 計

372,200
22,115,990
580,000

11,194,100
8,097,000
1,844,890
400,000

55,682,240
54,800,000
882,240
10,528
10,000
338
190

4,577,719
1,884,000
826,600
727,119
1,140,000
6,000,000
7,535,393
96,294,070

376,800
34,919,688
10,989,688
23,930,000
3,473,718
1,599,788
97,185

1,262,203
514,542

18,448,664
9,600,000
2,550,840
3,600,000

0
2,628,281
69,543

5,646,897
565,353
24,180
47,550
353,433
910,820

545,878
20,828

1,371,910
678,810
112,490
36,962
978,683
9,047,459
217,584
2,481,694
681,836

0
1,133,000
1,042,796
400,000
1,220,000
435,000
73,978

0
110,000

0
1,251,571
4,520,250
952,740
80,000
565,200
34,540
273,000
1,171,327
293,860
748,687

0
128,780
1,201,189
103,589
400,000
246,200
323,400
128,000
3,020,000
10,000
10,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
600,000
800,000
5,000,000

0
89,178,732

370,000
22,504,600
580,000

11,312,600
8,282,000
1,930,000
400,000

54,400,000
53,600,000
800,000
12,000
10,000
1,000
1,000

3,898,062
1,800,000
500,000
598,062
1,000,000
5,000,000
7,115,338
93,300,000

令和５年度決算額

令和５年度決算額

令和６年度予算額

令和６年度予算額

450,000
34,240,000
10,800,000
23,440,000
4,050,000
1,700,000
150,000
1,500,000
700,000

18,954,940
9,784,800
2,550,840
3,669,300
50,000

2,800,000
100,000
8,150,000
800,000
50,000
200,000
500,000
1,400,000

900,000
50,000

1,800,000
900,000
250,000
100,000
1,200,000
8,805,000
400,000
2,500,000
1,000,000
50,000

1,200,000
1,100,000
600,000
1,220,000
435,000
100,000
50,000
150,000

－
0

4,590,000
1,045,000
80,000
600,000
50,000
315,000
1,660,000
350,000
1,000,000
10,000
300,000
1,430,000
200,000
400,000
300,000
400,000
130,000
3,120,000
10,000
10,000
500,000
600,000
1,000,000
1,000,000
500,000
800,000
5,000,000
505,060

93,300,000

歳　　入　　の　　部

歳　　出　　の　　部
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歳　　入　　の　　部
款項　　科　　目

諸 収 入
負 担 金
協 賛 金
寄 付 金
雑 収 入

前 年 度 繰 越 金
歳 入 合 計

歳　　出　　の　　部
款項　　科　　目

諸 支 出
備 品 費
文 房 具 費
図 書 印 刷 費
通 信 運 搬 費

消 耗 品 費
旅 費
手 当
慶 弔 費
役 員 会 費
雑 費
全国神社総代会代議員派遣費
負 担 金
事 業 費
神社振興対策費
講 演 会 費
功 績 者 表 彰 費
研 修 費
全国総代会積立
総 会 費
予備資金積立金
予 備 費
歳 出 合 計

令和５年度決算額 令和６年度予算額

令和６年度予算額令和５年度決算額

山梨県神社庁総代会経常費歳入歳出決算　自　令和５年７月１日　至　令和６年６月30日
山梨県神社庁総代会経常費歳入歳出予算　自　令和６年７月１日　至　令和７年６月30日

歳　　入　　の　　部
款項　　科　　目

会 費

特 別 協 賛 金

法 人 寄 付

個 人 寄 付

雑 収 入

当初運営資金繰入金

前 年 度 繰 越 金

歳 入 合 計

歳　　出　　の　　部
款項　　科　　目

経 常 費
人 件 費
備 品 消 耗 費
事 務 所 費
政 治 活 動 費
組 織 活 動 費
調 査 研 究 費
寄 付 金 交 付 金
研 修 費
一都七県会議費
そ の 他 の 経 費
運営基金積立金
一都七県積立金
運営資金積立金

当初運営資金繰出金
予 備 費
歳 出 合 計

令和５年度決算額

1,836,000

368,000

1,763,800

2,443,000

8

0

718,889

7,129,697

令和６年度予算額

1,840,000

370,000

1,800,000

2,450,000

1,738

300,050

338,212

7,100,000

令和５年度決算額
239,742
150,000
20,000
69,742

6,401,743
2,787,625
191,200
1,946,400
1,307,023
109,060
60,435
150,000
100,000
50,000

0
0

6,791,485

令和６年度予算額
250,000
150,000
20,000
80,000

6,280,000
2,600,000
150,000
1,960,000
1,350,000
120,000
100,000
150,000
100,000
50,000
300,050
119,950
7,100,000

神政連山梨県本部歳入歳出決算
自　令和５年７月１日　至　令和６年６月30日

神政連山梨県本部歳入歳出予算
自　令和６年７月１日　至　令和７年６月30日

3,041,849
1,531,000
1,426,000

0
84,849

3,714,649
6,756,498

3,019,254
1,549,500
1,433,000
5,000
31,754

2,830,746
5,850,000

883,942
6,440
1,980
0

9,330

4,147
568,534
120,000
16,500
6,220
13,851
136,940
172,200
2,469,610

0
0

60,768
320,000
500,000
1,588,842
400,000

0
3,925,752

1,720,000
10,000
10,000
10,000
30,000

10,000
1,100,000
120,000
80,000
100,000
50,000
200,000
174,600
3,600,000
1,100,000
100,000
100,000
500,000
300,000
1,500,000
200,000
155,400
5,850,000

神
社
庁
長

◆
東
山
梨
支
部

諏
訪
神
社
　
神
子
澤
睦
男

◆
峡
南
支
部

諏
訪
神
社
　
株
式
会
社
伊
藤
企
画 

社
長 

伊
藤
俊
彦
、
株
式
会
社
古

関
工
業 

社
長 

赤
池
孝
教

◆
峡
北
支
部

諏
訪
神
社
　
板
山
国
男

◆
南
都
留
支
部

八
王
子
神
社
・
筒
口
神
社
　
辰
巳

会
、
優
白
会
、
蒼
丘
会

冨
士
御
室
浅
間
神
社
　
小
佐
野 

立

神
社
本
庁
統
理

◆
峡
北
支
部

武
田
八
幡
宮
　
一
般
財
団
法
人 

韮
崎
大
村
財
団 

理
事
長 

大
村
朔

平
、
株
式
会
社
横
内
工
業 

代
表

取
締
役 

名
誉
会
長 

横
内
良
隆
、

旭
陽
電
気
株
式
会
社

神
社
本
庁
総
裁

◆
峡
北
支
部

武
田
八
幡
宮
　
大
村
智

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

金
品
寄
付
者
に
対
し
て
感
謝
状
贈
呈

金
品
寄
付
者
に
対
し
て
感
謝
状
贈
呈
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た
。
特
段
の
質
疑
・
討
論
な
く
、
採

決
し
た
結
果
会
員
異
議
無
く
承
認
さ

れ
た
。

　
次
い
で
第
五
号
議
案
「
令
和
六
年

度
事
業
に
つ
い
て
」、
第
六
号
議
案

「
令
和
六
年
度
歳
入
歳
出
予
算
（
案
）

審
議
の
件
」
の
二
議
案
が
一
括
上
程

さ
れ
た
。
事
務
局
よ
り
上
程
内
容
に

つ
い
て
説
明
が
行
わ
れ
、
特
段
の
質

疑
・
討
議
な
く
採
択
し
た
結
果
会
員

異
議
無
く
承
認
さ
れ
た
。

　
次
い
で
第
七
号
議
案
「
そ
の
他
」

を
上
程
し
た
が
、
特
段
何
も
な
か
っ

た
た
め
副
議
長
は
議
事
を
終
え
、
評

議
員
会
は
閉
会
し
た
。

　
神
道
政
治
連
盟
山
梨
県
本
部
定
例

代
議
員
会
が
八
月
十
九
日
山
梨
県
神

社
庁
に
於
い
て
、
開
催
さ
れ
た
。

　
修
祓
、
神
殿
拝
礼
、
国
歌
斉
唱
、

神
政
連
宣
言
、
綱
領
唱
和
、
物
故
者

へ
の
黙
祷
の
後
、
渡
邊
平
一
郎
本
部

長
よ
り
挨
拶
が
あ
り
、
そ
の
後
小
佐

野
正
史
庁
長
よ
り
挨
拶
が
有
り
、
そ

の
後
、
神
政
連
山
梨
県
本
部
代
議
員

会
議
長
秋
山
氏
が
議
長
席
に
つ
き
事

務
局
に
代
議
員
会
の
出
席
状
況
の
報

告
を
求
め
、
代
議
員
十
九
名
の
出
席

が
報
告
さ
れ
た
。

　
議
事
で
は
第
一
号
議
案
、
令
和
五

年
度
事
業
報
告
、
第
二
号
議
案
、
令

和
五
年
度
神
政
連
山
梨
本
部
歳
入
歳

出
決
算
報
告
の
件
、
第
三
号
議
案
、

監
査
報
告
の
三
案
が
一
括
上
程
さ
れ

事
務
局
よ
り
説
明
の
後
、
日
原
監
事

よ
り
監
査
報
告
が
あ
っ
た
。
質
疑
、

討
論
な
く
採
択
の
結
果
異
議
無
く
承

認
さ
れ
た
。

　
次
い
で
第
四
号
議
案
、
令
和
六
年

度
事
業
計
画
に
つ
い
て
、
第
五
号
議

案
、
令
和
六
年
度
歳
入
歳
出
予
算
案
、

審
議
の
件
の
二
案
が
一
括
上
程
さ
れ

事
務
局
よ
り
上
程
内
容
に
つ
い
て
説

明
が
行
わ
れ
異
議
無
く
承
認
さ
れ
た
。

　
次
い
で
第
六
号
議
案
、
第
二
十
七

回
参
議
院
議
員
選
挙
推
薦
候
補
の
件

に
つ
い
て
、
渡
邊
平
一
郎
本
部
長
よ

り
神
道
政
治
連
盟
中
央
本
部
推
薦
候

補
者
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
比
例

代
表
区
に
有
村
治
子
参
議
院
議
員
を

推
薦
す
る
事
が
決
定
し
た
。

　
神
政
連
山
梨
本
部
の
推
薦
者
に
つ

い
て
山
梨
選
挙
区
で
は
森
屋
宏
氏
を

比
例
代
表
区
で
は
赤
池
誠
章
氏
と
有

村
治
子
氏
の
三
名
の
推
薦
を
説
明
採

決
し
た
結
果
異
議
無
く
承
認
さ
れ
た
。

　
第
七
号
議
案
、
そ
の
他
と
し
て
渡

邊
平
一
郎
本
部
長
よ
り
靖
國
神
社
参

拝
旅
行
に
つ
い
て
、
実
施
日
は
三
月

二
十
六
日
に
決
定
し
て
い
る
が
意
見

を
求
め
た
、
参
加
者
の
募
集
人
数
や

見
学
場
所
に
つ
い
て
意
見
が
出
さ
れ

た
、
参
加
者
が
多
い
と
昼
食
場
所
が

制
限
さ
れ
る
為
に
執
行
部
に
一
任
で

議
事
を
終
え
た
。

　
尚
定
例
代
議
員
会
に
先
立
ち
午
後

一
時
よ
り
役
員
、
代
議
員
が
山
梨
縣

護
國
神
社
に
正
式
参
拝
を
行
っ
た
。

　
山
梨
県
神
社
庁
定
例
協
議
員
会
が
、

八
月
六
日
山
梨
県
神
社
庁
二
階
会
議

室
に
お
い
て
午
後
一
時
か
ら
開
催
さ

れ
た
。

　
修
祓
、
神
殿
拝
礼
、
国
歌
斉
唱
、

敬
神
生
活
の
綱
領
唱
和
、
物
故
者
へ

の
黙
祷
の
後
、
小
佐
野
正
史
庁
長
に

よ
り
、
令
和
五
年
度
庁
務
概
要
が
あ

り
ま
し
た
。

　
引
き
続
い
て
、
事
務
局
よ
り
協
議

員
三
十
四
名
の
う
ち
二
十
六
名
の
出

席
が
あ
り
、
規
則
に
よ
り
協
議
員
会

が
成
立
す
る
旨
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

　
議
事
で
は
第
一
号
議
案
「
令
和
五

年
度
神
社
庁
業
務
概
要
報
告
の
件
」

第
二
号
議
案
「
令
和
五
年
度
歳
入
歳

出
決
算
報
告
の
件
」第
三
号
議
案「
神

社
庁
資
金
現
金
現
在
高
報
告
の
件
」

第
四
号
議
案
「
監
査
報
告
」
が
一
括

上
程
さ
れ
た
。
事
務
局
よ
り
説
明
の

後
、
佐
々
木
監
事
よ
り
監
査
報
告
が

な
さ
れ
た
。
特
段
の
質
疑
、
討
論
な

く
採
択
し
た
結
果
協
議
員
異
議
な
く

承
認
さ
れ
た
。

　
次
い
で
第
五
号
議
案
「
令
和
六
年

度
歳
入
歳
出
予
算
（
案
）
の
件
」
が

上
程
さ
れ
た
。
事
務
局
よ
り
、
一
都

七
県
当
番
県
助
成
金
の
七
年
度
よ
り

廃
止
、
会
館
維
持
資
金
積
立
金
の
増

額
が
あ
る
等
の
説
明
が
さ
れ
た
。
特

段
の
質
疑
、
討
論
な
く
採
決
し
た
結

果
協
議
員
異
議
な
く
承
認
さ
れ
た
。

　
次
い
で
第
六
号
議
案
「
そ
の
他
」

が
上
程
さ
れ
、
神
政
連
本
部
長
よ
り

衆
参
選
挙
の
お
願
い
、
令
和
七
年
三

月
二
十
六
日
に
靖
國
神
社
参
拝
研
修

が
あ
る
旨
の
説
明
が
さ
れ
た
。

　
そ
の
他
何
も
な
く
協
議
員
会
は
閉

会
さ
れ
た
。

　
山
梨
県
神
社
総
代
会
定
例
評
議
員

会
が
八
月
六
日
山
梨
県
神
社
庁
二
階

に
て
開
催
さ
れ
た
。

　
修
祓
、
神
殿
拝
礼
、
国
歌
斉
唱
、

敬
神
生
活
の
綱
領
唱
和
、
物
故
者
へ

の
黙
祷
の
後
小
尾
総
代
会
長
よ
り
挨

拶
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
小
佐
野
庁
長

よ
り
挨
拶
が
な
さ
れ
た
。

　
評
議
員
会
当
日
は
議
長
が
欠
席
の

為
、
副
議
長
の
髙
野
氏
が
議
長
席
に

つ
き
事
務
局
に
評
議
員
会
の
出
席
状

況
の
報
告
を
求
め
た
。
事
務
局
よ
り

評
議
員
三
十
二
名
中
三
十
一
名
（
委

任
状
を
含
む
）
の
出
席
が
あ
り
、
規

程
に
よ
り
評
議
員
会
が
成
立
す
る
旨

の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

　
議
事
で
は
第
一
号
議
案
「
令
和
五

年
事
業
報
告
」、
第
二
号
議
案
「
令

和
五
年
度
歳
入
歳
出
決
算
報
告
の

件
」、
第
三
号
議
案
「
神
社
総
代
会

資
金
現
金
現
在
高
報
告
の
件
」、
第

四
号
議
案
「
監
査
報
告
」
が
一
括
上

程
さ
れ
た
。
事
務
局
よ
り
説
明
の
後
、

小
野
監
事
よ
り
監
査
報
告
が
な
さ
れ

山
梨
県
神
社
庁
協
議
員
会
開
催
報
告

 

議
長
　
桃
　
井
　
一
　
祝

山
梨
県
神
社
総
代
会
評
議
員
会
開
催
報
告

山
梨
県
神
社
庁
事
務
局

神
政
連
山
梨
県
本
部
代
議
員
会
開
催
報
告

副
本
部
長
　
渡
　
邊
　
　
　
學
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本
年
四
月
、
天
皇
陛
下
よ
り
「
御

聴
許
」
を
い
た
だ
き
「
式
年
遷
宮
」

の
準
備
が
本
格
化
し
て
い
く
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
そ
の
遷
宮
奉
賛
活
動

の
基
で
あ
る
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭

及
び
神
宮
大
麻
暦
頒
布
表
彰
式
・
秋

季
推
進
会
議
が
、
九
月
十
七
日
神
宮

内
宮
神
楽
殿
、
神
宮
会
館
に
て
執
り

行
わ
れ
、
本
県
で
は
、
小
佐
野
庁
長
、

被
表
彰
者
で
あ
る
桃
井
一
祝
美
和
神

社
宮
司
、
飯
田
参
事
、
私
の
四
名
が

参
列
し
ま
し
た
。

　
十
六
日
午
後
、
外
宮
の
御
垣
内
参

拝
を
行
う
中
、
古
殿
地
に
は
新
た
に

設
置
さ
れ
た
令
和
十
五
年
式
年
遷
宮

御
敷
地
の
表
示
板
を
目
の
当
た
り
に

し
て
御
遷
宮
へ
の
奉
賛
の
思
い
を
肝

に
銘
じ
た
中
、
夕
刻
よ
り
神
宮
大
宮

司
主
催
の
招
宴
が
開
催
さ
れ
、
全
国

よ
り
約
二
百
名
の
方
々
と
親
睦
を
図

る
よ
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
十
七
日
朝
、
内
宮
特
別
参
拝
後
、

神
楽
殿
に
て
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭

外
国
の
方
の
姿
も
多
く
見
受
け
ら
れ
、

そ
の
こ
と
が
直
接
増
体
に
結
び
つ
く

か
ど
う
か
は
不
確
定
で
は
あ
り
ま
す

が
、
社
頭
や
外
祭
で
の
広
報
は
講
話
、

総
代
の
皆
様
方
と
の
連
携
強
化
な
ど

根
気
強
く
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
肝

要
で
あ
り
、
理
解
普
及
を
図
る
と
共

に
私
達
自
身
も
自
己
啓
発
、
自
己
研

鑽
に
励
む
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
先
日
神
社
庁
よ

り
参
与
就
任
依
頼

の
通
知
が
届
き
ま

し
た
。
ま
さ
に「
晴

天
の
霹
靂
」
で
あ

り
、戸
惑
い
も
あ
り
ま
し
た
。「
参
与
」

と
い
う
言
葉
の
意
味
を
紐
解
く
と
、

学
識
・
経
験
の
あ
る
者
を
行
政
事
務

な
ど
に
あ
ず
か
ら
せ
る
た
め
の
職
、

専
門
的
な
知
識
や
豊
富
な
経
験
を
持

ち
合
わ
せ
組
織
の
上
層
部
や
経
営
陣

を
補
佐
す
る
役
職
や
立
場
云
々
と
あ

り
ま
す
。
神
職
と
し
て
初
任
よ
り

三
十
六
年
間
の
内
、
ほ
ぼ
大
半
が
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
と
の
兼
業
神
職
で
あ
っ

た
為
、
神
社
庁
関
係
は
も
と
よ
り
、

奉
務
社
に
も
一
意
専
心
の
奉
務
や
貢

献
が
出
来
ず
に
今
日
を
迎
え
た
私
で

す
の
で
、
今
後
皆
様
と
同
じ
様
に
職

責
を
果
た
し
て
行
く
事
に
不
安
が
残

る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
神
職

と
し
て
の
人
生
の
一
つ
の
区
切
り
転

換
点
と
捉
え
こ
れ
を
機
に
諸
々
勉
強

が
斎
行
さ
れ
、
齊
藤
少
宮
司
に
よ
り

祝
詞
奏
上
、
久
邇
大
宮
司
以
下
祭
員

が
八
度
拝
を
行
っ
た
後
、
鷹
司
統
理

が
玉
串
奉
奠
、
参
列
者
全
員
で
拝
礼
。

撤
饌
後
、
神
前
か
ら
撤
下
さ
れ
た
神

宮
大
麻
・
暦
が
久
邇
大
宮
司
よ
り
鷹

司
統
理
に
授
け
ら
れ
ま
し
た
。
祭
員

退
下
後
に
は
、
鷹
司
統
理
と
田
中
総

長
が
各
神
社
庁
長
に
大
麻
・
暦
が
授

受
さ
れ
、
引
き
続
き
神
社
本
庁
よ
り

太
々
御
神
楽
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

　
午
後
一
時
、
神
宮
大
麻
暦
頒
布
表

彰
式
・
秋
季
推
進
会
議
が
神
宮
会
館

に
て
開
催
さ
れ
、
表
彰
式
に
お
い
て

は
特
別
優
良
奉
仕
者
と
し
て
、
美
和

神
社
宮
司
桃
井
一
祝
（
神
社
庁
協
議

会
議
長
）
氏
が
全
国
の
被
表
彰
者
と

共
に
久
邇
大
宮
司
よ
り
表
彰
の
栄
を

賜
り
ま
し
た
。
引
き
続
き
秋
季
推
進

会
議
が
開
催
さ
れ
、
令
和
五
年
度
神

宮
大
麻
暦
頒
布
数
、
令
和
六
年
度
神

宮
大
麻
暦
交
付
数
に
つ
い
て
報
告
が

あ
り
、
頒
布
事
例
報
告
で
は
東
京
都

神
社
庁
の
神
宮
奉
賛
及
び
大
麻
頒
布

に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

東
京
都
は
年
少
人
口
及
び
生
産
年
齢

人
口
（
〇
～
六
四
歳
）
が
七
十
七
％

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ア
ニ
メ
キ
ャ

ラ
チ
ラ
シ
や
ラ
ッ
ピ
ン
グ
バ
ス
、
パ

ネ
ル
神
棚
な
ど
の
取
り
組
み
な
ど
若

い
世
代
に
重
点
を
置
い
た
広
報
に
取

り
組
ん
で
い
る
が
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン

サ
ー
の
誤
っ
た
発
信
が
散
見
さ
れ
る

の
で
神
社
本
庁
の
正
し
い
知
識
を
広

め
る
よ
う
強
力
に
発
信
し
て
ほ
し
い

と
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

　
平
日
と
は
い
え
、
神
宮
に
は
多
く

の
参
拝
者
が
お
り
、
若
い
世
代
ま
た

し
直
す
つ
も
り
で
勤
し
ん
で
参
り
た

く
存
じ
ま
す
。
今
後
、
神
社
を
取
り

巻
く
環
境
も
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。
人
口
減
少
や
少
子
高
齢

化
に
伴
い
氏
子
数
や
崇
敬
者
等
の
減

少
が
さ
ら
に
進
む
こ
と
に
よ
り
、
神

社
の
護
持
運
営
が
困
難
と
な
り
、
例

祭
等
の
年
中
祭
事
の
執
行
に
支
障
を

来
す
状
況
が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。
今
を
生
き
る
私
達
は
、

ゴ
ー
ル
の
無
い
駅
伝
競
争
の
現
区
間

を
走
る
一
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
、
先
人

達
よ
り
受
け
継
い
だ
襷
を
限
ら
れ
た

年
月
時
間
の
中
で
、
確
実
に
次
世
代
・

後
世
へ
と
渡
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
神
社
が
精
神
文
化
の
拠

点
と
し
て
、
人
々
の
心
の
拠
り
所
で

あ
り
続
け
る
た
め
に
、
さ
ら
に
「
祭

り
」
が
地
域
活
性
化
の
源
泉
で
あ
り

続
け
る
た
め
に
何
を
す
べ
き
か
、
大

き
な
課
題
で
あ
り
、
私
自
身
解
決
す

る
程
の
技
量
や
才
覚
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
微
力
な
が
ら
も
取
組
ん
で
参
り

た
く
存
じ
ま
す
。
此
の
度
参
与
と
し

て
先
輩
諸
氏
の
皆
様
の
末
席
に
加
え

て
頂
く
事
と
相
成
り
ま
し
た
。
今
後

共
諸
事
御
指
導
の
程
、
宜
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭

 

峡
南
支
部
長
　
　
　
　
　
　

山
　
本
　
純
　
司

山
梨
県
神
社
庁
顧
問
参
与
会

 

石
和
八
幡
宮
　
宮
司
　
　

土
　
橋
　
　
　
英
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絵
本 

日
本
の
神
話

　
　
　
神
武
天
皇
（
第
五
話
）

「
一
般
財
団
法
人
　
日
本
文
化
興
隆
財
団
」
提
供

　
問
い
合
わ
せ
　
東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
四
─
五
─
十

　
電
　
話
　
〇
三
─
五
七
七
五
─
一
一
四
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
冊
　
二
〇
〇
円

お
子
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
と
、

　
　
　
神
話
の
世
界
を
お
楽
し
み
下
さ
い
。
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（
二
〇
八
号
　
第
六
話
へ
続
く
）
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去
る
令
和
六
年

九
月
十
一
日
第

五
十
九
回
全
国
神

社
総
代
会
香
川
大

会
に
山
梨
県
神
社
庁
長
小
佐
野
様
、

同
神
社
総
代
会
長
小
尾
様
を
は
じ
め

役
員
の
皆
様
、
並
び
に
峡
北
支
部
長

石
原
様
同
行
の
許
、
出
席
し
、
全
国

総
代
会
規
程
表
彰
を
拝
受
い
た
し
ま

し
た
。
受
賞
に
ご
尽
力
戴
き
ま
し
た

神
社
庁
を
は
じ
め
関
係
各
位
の
皆
様

に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
大
会
は
香
川
県
で
採
掘
さ
れ
る
珍

し
い
自
然
石
「
サ
ヌ
カ
イ
ト
」
と
、

讃
岐
太
鼓
の
演
奏
に
迎
え
ら
れ
、
武

道
家
、
藤
岡
弘
先
生
に
よ
る
講
演
を

拝
聴
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、今
我
々

の
使
命
は
、
神
道
の
歴
史
と
伝
統
文

化
の
す
ば
ら
し
さ
を
持
っ
て
子
供
た

ち
の
人
間
性
を
育
て
る
こ
と
だ
と
熱

望
さ
れ
ま
し
た
。

　
式
典
で
は
、
全
国
総
代
会
長
の
ご

挨
拶
を
戴
き
、
御
臨
席
を
賜
っ
た
神

社
本
庁
統
理
様
を
は
じ
め
来
賓
の
皆

様
か
ら
御
祝
辞
を
戴
き
ま
し
た
。
ま

た
時
恰
も
第
六
十
三
回
式
年
遷
宮
斎

行
の
御
聴
許
を
拝
し
た
本
年
、
新
た

な
決
意
と
覚
悟
を
以
っ
て
共
に
邁
進

す
る
こ
と
を
誓
わ
れ
ま
し
た
。
改
め

て
神
社
総
代
の
責
任
の
重
さ
を
感
じ

た
次
第
で
す
。

　
大
会
で
は
、
今
年
度
の
実
践
目
標

及
び
大
会
宣
言
が
決
議
さ
れ
、
我
々

神
社
総
代
は
地
域
に
戻
っ
て
実
践
躬

行
す
る
こ
と
に
よ
り
地
域
の
発
展
に

神
社
が
大
き
く
寄
与
で
き
る
も
の
と

確
信
し
ま
し
た
。

　
私
が
総
代
を
拝
命
し
た
武
田
八
幡

宮
で
は
、
御
鎮
座
千
二
百
年
祭
を
は

じ
め
、
大
村
智
博
士
や
氏
子
、
地
域

住
民
の
ご
尽
力
及
び
多
く
の
奉
賛
者

の
協
力
を
戴
く
中
で
神
社
の
環
境
整

備
に
努
め
、
よ
う
や
く
当
初
の
目
標

を
達
成
し
ま
し
た
。
神
社
は
氏
子
、

地
域
住
民
が
一
体
と
な
っ
て
お
守
り

し
て
き
た
永
い
歴
史
が
あ
り
、
受
け

継
が
れ
て
き
た
地
域
と
の
繋
が
り
を

大
事
に
し
、
そ
の
精
神
を
未
来
に
受

け
継
い
で
い
く
こ
と
が
我
々
の
使
命

で
あ
る
と
痛
感
し
て
い
ま
す
。

　
武
田
八
幡
宮
は
武
田
信
義
公
以
来

武
田
家
の
氏
神
と
し
て
の
歴
史
が
あ

り
、
近
年
観
光
面
で
も
脚
光
を
浴
び

多
く
の
人
が
参
拝
に
訪
れ
て
い
ま
す
。

参
拝
客
が
気
持
ち
よ
く
ご
参
拝
戴
け

る
よ
う
今
大
会
の
実
践
目
標
を
し
っ

か
り
心
に
刻
み
、
総
代
と
し
て
の
神

社
を
お
守
り
す
る
覚
悟
で
す
。

　
令
和
六
年
九
月

十
一
日
、
香
川
県

県
民
ホ
ー
ル
「
レ

グ
ザ
ム
ホ
ー
ル
」

で
開
催
さ
れ
た
。

第
五
十
九
回
全
国
神
社
総
代
会
大
会

に
お
い
て
、
表
彰
規
程
第
二
条
第
一

号
該
当
者
と
し
て
拝
受
の
栄
に
浴
し

身
の
引
き
し
ま
る
思
い
で
す
。

　
会
場
は
、
全
国
四
十
七
都
道
府
県

か
ら
一
千
七
百
余
名
が
参
加
し
ほ
ぼ

満
席
の
状
態
で
し
た
。

　
式
典
に
先
立
ち
、
打
楽
器
奏
者
臼

杵
美
智
代
先
生
の
「
サ
ヌ
カ
イ
ト
の

調
べ
」
の
演
奏
が
あ
り
ま
し
た
。
サ

ヌ
カ
イ
ト
と
は
香
川
県
で
産
出
さ
れ

る
世
界
的
に
珍
し
い
自
然
石
で
、
木

槌
で
叩
く
と
神
秘
的
で
澄
ん
だ
音
色

を
奏
で
る
と
こ
ろ
か
ら
、
カ
ン
カ
ン

石
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
つ
づ
い
て
、

讃
岐
国
分
寺
太
鼓
保
存
会
の
「
和
太

鼓
の
調
べ
」
演
奏
に
引
き
続
き
、
俳

優
・
武
道
家
で
活
躍
中
の
藤
岡
弘
先

生
の
「
神
道
と
武
士
道
」
と
題
し
て

講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

　
式
典
は
、
開
会
の
辞
で
始
ま
り
、

神
宮
遙
拝
・
国
歌
斉
唱
、
二
回
。
敬

神
生
活
の
綱
領
唱
和
と
心
が
引
き
締

ま
っ
た
想
い
で
し
た
。
総
代
会
長
式

辞
で
は
、
本
年
四
月
八
日
、
天
皇
陛

下
に
お
か
せ
ら
れ
て
は
、
第
六
十
三

回
神
宮
式
年
遷
宮
に
つ
い
て
「
御
聴

許
」
遊
ば
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
令

和
七
年
か
ら
十
五
年
に
か
け
て
木
本

祭
な
ど
の
祭
典
・
諸
行
事
が
順
次
執

り
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
神

宮
奉
賛
を
実
践
目
標
の
一
つ
に
掲
げ

て
き
た
神
社
役
員
・
総
代
は
、
こ
の

国
家
的
大
事
業
に
向
け
て
思
い
も
新

た
に
、
結
束
し
て
御
遷
宮
の
啓
発
活

動
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
神
宮
大

麻
領
布
推
進
活
動
に
取
り
組
ん
で
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
神
社

総
代
は
、
神
宮
奉
賛
と
奉
務
神
社
の

興
隆
、
地
域
共
同
体
の
再
生
に
向
け

て
、
神
社
庁
・
関
係
団
体
と
も
手
を

携
へ
つ
つ
、
力
を
尽
く
さ
ね
ば
な
ら

な
い
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

神
社
本
庁
統
理
鷹
司
尚
武
様
・
神
宮

大
宮
司
久
邇
朝
尊
様
は
じ
め
、
来
賓

の
方
々
よ
り
祝
辞
を
頂
き
ま
し
た
。

　
神
社
功
労
者
表
彰
で
は
、
全
国
か

ら
参
加
し
た
六
十
一
名
の
被
表
彰
者

名
が
呼
ば
れ
代
表
者
に
表
彰
状
が
授

与
さ
れ
ま
し
た
。
受
賞
者
謝
辞
で
は
、

香
川
県
八
幡
神
社
役
員
立
石
信
彦
様

が
こ
れ
か
ら
の
総
代
活
動
の
決
意
表

明
が
あ
り
ま
し
た
。
次
期
大
会
は
長

野
県
に
決
ま
り
長
野
県
総
代
会
長
よ

り
決
意
表
明
が
あ
り
ま
し
た
。
最
後

に
聖
寿
万
歳
奉
唱
」
を
全
員
で
行
い

今
大
会
を
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

　
結
び
に
あ
た
り
、
こ
の
た
び
の
規

程
表
彰
の
拝
受
は
身
に
余
る
光
栄
で

あ
り
、
奉
務
神
社
北
口
本
宮
冨
士
浅

間
神
社
宮
司
上
文
司
厚
様
の
お
力
添

え
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
今
回
の
拝

受
は
、
県
内
多
く
の
総
代
の
皆
様
を

代
表
し
て
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
今

後
も
神
社
・
総
代
会
の
奉
務
を
誠
心

誠
意
勤
め
て
参
り
ま
す
。
神
社
庁
、

総
代
会
の
皆
様
に
は
、
よ
り
一
層
の

御
指
導
御
鞭
撻
の
程
宜
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

江
　
上
　
年
　
秋

　
　
峡
北
支
部
　
総
代
会
長

全
国
神
社
総
代
会
大
会

三
　
枝
　
正
　
満

　
　
南
都
留
支
部
　
総
代
会
長
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令
和
六
年
八
月
十
九
日
神
社
庁

に
於
い
て
、
神
政
連
山
梨
県
本
部
地

方
議
員
懇
談
会
総
会
が
開
催
さ
れ

た
。
開
会
儀
礼
の
後
、
浅
川
力
三
地

方
議
員
懇
談
会
々
長
の
「
神
政
連
と

協
力
し
て
様
々
な
課
題
に
取
り
組

む
」
と
の
力
強
い
挨
拶
が
あ
り
、
来

賓
と
し
て
出
席
し
た
本
部
長
、
庁
長
、

赤
池
誠
章
参
議
院
議
員
、
堀
内
詔
子

衆
議
院
議
員
の
挨
拶
そ
し
て
他
の
来

賓
の
紹
介
が
あ
り
議
事
に
入
っ
た
。

　
望
月
勝
議
長
の
進
行
に
よ
り
、
令

和
五
年
度
活
動
報
告
、
決
算
報
告
が

白
壁
賢
一
幹
事
長
よ
り
報
告
さ
れ
、

監
査
報
告
の
後
承
認
さ
れ
た
。
続
い

て
、
令
和
六
年
度
の
活
動
方
針
、
事

業
計
画
案
、
予
算
案
も
提
出
議
案
通

り
可
決
さ
れ
、
杉
山
肇
監
査
の
辞
任

に
よ
り
空
席
で
あ
っ
た
監
査
に
渡
辺

淳
也
議
員
を
選
出
し
て
総
会
が
終
了

し
た
。
自
民
党
に
所
属
す
る
二
十
五

名
の
県
会
議
員
全
員
が
入
会
し
、
神

政
連
の
活
動
を
理
解
し
共
進
し
て
い

た
だ
い
て
い
る
現
在
を
思
う
と
感
慨

深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
場
所
を
移
し
て
、
シ
ャ
ト
レ
ー
ゼ

ホ
テ
ル
談
露
館
に
て
懇
親
会
が
開
か

れ
、
テ
ー
ブ
ル
ご
と
に
選
挙
区
の
議

員
と
神
政
連
の
代
議
員
と
の
懇
親
が

計
ら
れ
た
。

渡
　
邊
　
平
一
郎

本
部
長

　
神
政
連
山
梨
県
本
部
地
方
議
員
懇
談
会

　
日
本
遺
族
会
で
は
、
慰
霊
顕
彰
を

後
世
に
伝
え
る
為
に
全
国
四
十
七
都

道
府
県
の
遺
族
会
に
対
し
青
年
部
の

発
足
を
呼
び
掛
け
、
山
梨
県
に
お
い

て
も
四
十
二
番
と
し
て
発
足
さ
れ
た
。

　
こ
の
青
年
部
は
、
御
英
霊
の
孫
と

甥
姪
で
構
成
さ
れ
遺
児
よ
り
慰
霊
顕

彰
を
引
き
継
ぐ
事
が
目
的
と
さ
れ
て

い
る
。
山
梨
県
で
は
、
会
員
数
も

二
十
名
余
と
少
な
く
今
後
の
活
動
や

事
業
に
関
し
て
、
護
国
神
社
と
の
繋

が
り
方
も
決
ま
っ
て
い
な
い
現
状
の

様
で
あ
る
が
、
県
遺
族
会
内
で
試
行

錯
誤
を
重
ね
青
年
部
の
会
員
数
を
増

や
す
事
を
目
標
に
掲
げ
活
動
を
続
け

て
い
く
様
で
あ
る
。
御
遺
族
の
高
齢

化
も
加
速
し
孫
や
甥
姪
の
年
齢
も

五
十
代
か
ら
六
十
代
が
中
心
と
な
る

事
を
考
え
る
と
戦
後
七
十
九
年
を
迎

え
慰
霊
顕
彰
を
伝
え
る
難
し
さ
を
感

じ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
御
遺
族
の

英
霊
へ
の
想
い
も
年
々
希
薄
に
な
っ

て
き
て
い
る
現
状
に
あ
り
、
護
国
神

社
へ
の
御
参
り
も
少
な
く
祭
典
に
対

し
て
も
御
協
力
を
頂
け
な
い
事
が
多

く
な
っ
て
き
て
い
る
。
他
の
道
府
県

の
護
国
神
社
で
は
、
既
に
御
遺
族
に

頼
ら
な
い
運
営
を
始
め
て
い
る
神
社

も
あ
る
と
聞
く
が
、
当
社
で
は
御
遺

族
に
頼
り
き
り
胡
座
を
か
い
て
き
た
。

今
後
の
神
社
維
持
も
困
難
で
あ
り
切

実
な
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
他
の
護
国
神
社
も
維
持
運
営
に
苦

慮
し
て
い
る
様
だ
が
、
発
足
を
し
た

遺
族
会
青
年
部
と
護
国
神
社
と
で
連

携
し
慰
霊
顕
彰
と
護
国
神
社
の
維
持

を
考
え
活
動
す
る
事
が
大
切
に
な
る

だ
ろ
う
。

　
筆
者
の
私
感
で
あ
る
が
、
遺
族
会

に
は
青
年
部
と
い
う
新
し
い
風
が
吹

き
込
ん
だ
。
当
社
の
宮
司
も
高
齢
と

な
り
近
い
将
来
に
は
退
任
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
新
し
く
就
任
さ
れ
る
宮
司

の
も
と
で
職
員
神
職
を
一
新
し
て
頂

き
護
国
神
社
に
も
新
し
い
風
を
吹
き

込
ん
で
ほ
し
い
と
願
う
の
で
あ
る
。

　
私
も
御
英
霊
の
孫
と
し
て
神
社
職

員
か
ら
遺
族
に
立
場
が
変
わ
っ
た
と

し
て
も
外
か
ら
護
国
神
社
を
支
え
る

事
が
出
来
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

羽
中
田
　
康
　
司

山
梨
縣
護
國
神
社
　
禰
宜

　
山
梨
県
遺
族
会
青
年
部
発
足
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第
七
十
四
回
全
国
敬
神
婦
人
大
会

北
海
道
大
会
が
九
月
二
十
七
日
に
札

幌
パ
ー
ク
ホ
テ
ル
に
て
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
為
、
北
海
道
大

会
は
延
期
に
な
り
三
年
越
し
の
開
催

と
な
り
ま
し
た
。
全
国
か
ら
八
〇
〇

人
が
集
い
ま
し
た
。
本
県
か
ら
は

十
六
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
大
会
前
日
に
は
、
苫
小
牧
総
鎮
守

「
樽
前
山
神
社
」
を
正
式
参
拝
。
苫

小
牧
市
唯
一
の
神
社
で
樽
前
山
を
神

山
、
ご
神
体
と
仰
ぎ
市
民
か
ら
親
し

ま
れ
て
い
る
と
の
事
で
し
た
。
そ
の

後
、
国
立
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
「
ウ

ポ
ポ
イ
」
で
伝
統
芸
能
を
観
劇
し
ま

し
た
。
登
別
温
泉
に
宿
泊
し
、
ホ
テ

ル
で
参
加
者
の
皆
さ
ん
と
交
流
を
深

め
ま
し
た
。

　
大
会
当
日
は
、
午
前
中
「
北
海
道

神
宮
」
を
自
由
参
拝
後
、
大
会
開
催

場
所
に
向
か
い
ま
し
た
。
記
念
清
興

の
よ
さ
こ
い
ソ
ー
ラ
ン
の
演
武
の

後
、
式
典
が
開
催
さ
れ
、
鷹
司
久
美

子
会
長
の
式
辞
に
始
ま
り
、
次
に
議

事
に
入
り
、
令
和
五
年
度
会
務
報
告

と
し
て
「
地
方
団
体
と
の
交
流
」「
社

会
福
祉
活
動
」「
国
旗
小
旗
に
つ
い

て
」「
女
子
学
生
へ
の
奨
学
金
給
付
」

「
単
位
会
の
異
動
」
な
ど
が
あ
り
ま

し
た
。
令
和
五
年
度
会
計
決
算
会
計

報
告
、
令
和
六
年
度
予
算
案
、
活
動

方
針
、
事
業
計
画
案
の
説
明
が
あ
り

満
場
一
致
で
決
定
し
ま
し
た
。
記
念

講
演
は
、
北
海
道
増
毛
町
出
身
の
世

界
的
に
有
名
な
シ
ェ
フ
三
國
清
三
氏

の
「
三
流
シ
ェ
フ
の
七
十
歳
か
ら
の

挑
戦
」
で
し
た
。
家
が
貧
し
く
十
五

歳
か
ら
働
き
始
め
全
く
経
験
の
な
い

料
理
の
世
界
に
入
り
、
努
力
を
重
ね

て
オ
ー
ナ
ー
シ
ェ
フ
に
な
り
有
名
レ

ス
ト
ラ
ン
を
切
り
盛
り
し
て
い
ま
し

た
。
七
十
歳
手
前
で
少
人
数
の
方
を

お
も
て
な
し
す
る
店
に
方
向
転
換

し
、
企
業
と
協
力
し
て
増
毛
町
の
発

展
に
も
力
を
注
い
で
い
く
と
い
う
お

話
を
拝
聴
し
ま
し
た
。
三
日
目
は
小

樽
を
散
策
し
て
帰
宅
の
途
に
つ
き
ま

し
た
。
北
海
道
の
歴
史
文
化
に
触
れ

て
、
会
員
の
皆
様
と
も
交
流
を
深
め

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
来
年
は
青

森
県
で
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
多

く
の
方
の
参
加
を
期
待
し
て
い
ま

す
。

　
七
月
十
日
（
水
曜
・
仏
滅
）、
甲

府
市
岩
窪
町
「
つ
づ
じ
ヶ
崎
温
泉
」

に
於
い
て
山
梨
県
神
社
庁
研
修
所
主

催
、
山
梨
県
神
社
庁
教
化
委
員
会
主

管
に
よ
る
禊
錬
成
研
修
会
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
県
内
神
職
二
十
一
名
が
参

加
し
、
青
年
会
員
が
中
心
と
な
り
事

前
準
備
や
当
日
の
諸
準
備
、
禊
場
の

鋪
設
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
今
回
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
流
行

に
よ
り
久
し
ぶ
り
の
講
習
で
あ
り
、

会
場
の
変
更
な
ど
多
く
の
事
が
変
わ

り
ま
し
た
が
、
諸
先
輩
方
の
助
言
に

よ
り
準
備
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
助
彦
の
北
口
本
宮
冨
士
浅
間

神
社
権
禰
宜
の
竹
埜
先
生
に
よ
り
鎮

魂
と
禊
錬
成
の
講
義
が
始
ま
り
ま
し

た
。
先
ず
午
前
中
の
講
義
で
は
、
鎮

魂
の
作
法
や
心
構
え
を
説
明
の
後
、

実
際
に
鎮
魂
を
行
い
ま
し
た
。
今
ま

で
鎮
魂
行
法
に
則
っ
た
作
法
を
経
験

が
な
か
っ
た
た
め
非
常
に
勉
強
に
な

り
ま
し
た
。
昼
食
後
、
禊
行
法
に
お

け
る
振
魂
、
祓
詞
、
鳥
船
、
雄
健
、

雄
詰
、
氣
吹
と
一
連
の
作
法
を
ご
指

導
い
た
だ
い
た
後
、
実
際
に
禊
行
法

を
行
い
ま
し
た
。
つ
つ
じ
ヶ
崎
温
泉

の
プ
ー
ル
施
設
を
借
り
講
義
で
教
え

て
頂
い
た
手
順
で
禊
を
行
い
ま
し

た
。
想
像
し
て
い
た
以
上
の
水
の
冷

た
さ
と
禊
行
法
中
に
雨
が
少
し
降
っ

て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
プ
ー
ル
に

入
っ
た
後
、
身
が
引
き
締
ま
る
の
を

感
じ
る
と
共
に
、
清
々
し
く
心
が
洗

わ
れ
て
い
く
の
を
感
じ
ま
し
た
。
そ

の
後
は
温
泉
に
入
り
改
服
、
閉
講
式

と
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
初
め
て
禊
錬
成
に
参
加
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
禊
や
鎮
魂
に
つ
い
て

学
べ
た
大
変
貴
重
な
研
修
と
な
り
ま

し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
で
い
ま
だ
多
く
の
事
が
思

う
よ
う
に
い
か
な
い
中
、
今
回
ご
指

導
い
た
だ
い
た
竹
埜
先
生
そ
し
て
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
諸
先
輩
方
の
皆

様
の
お
か
げ
で
無
事
に
最
後
ま
で
教

わ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
本
当
に

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
講
習

で
の
学
び
を
今
後
の
神
明
奉
仕
に
努

め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

敬
神
婦
人
連
合
会
全
国
大
会

 

会
長
　
古
　
屋
　
真
紀
子

禊
錬
成
研
修
会
報
告

神
道
青
年
会
　
　
　
　
　
　
　
　

教
化
部
長
　
溝
　
田
　
哲
　
司
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女
子
神
職
会
祭
祀
舞
研
修
報
告

愛
宕
神
社
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜
　
小
　
山
　
真
　
由

　
山
梨
県
女
子
神
職
会
豊
栄
舞
研
修

会
が
令
和
六
年
八
月
二
十
九
日
午
前

九
時
よ
り
山
梨
県
神
社
庁
二
階
神
殿

に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
講
師
と
し

て
小
篠
神
社
宮
司
の
宮
下
富
枝
先
生

を
お
招
き
し
、
女
子
神
職
会
の
皆
様

と
と
も
に
参
加
い
た
し
ま
し
た
。
幼

い
頃
に
甲
斐
惣
社
八
幡
神
社
に
て
豊

栄
舞
と
浦
安
舞
を
奉
納
し
た
経
験
が

あ
り
、
女
性
し
か
舞
う
こ
と
が
で
き

な
い
豊
栄
舞
を
基
礎
か
ら
学
び
た
い

と
思
い
ま
し
て
、
講
習
に
参
加
い
た

し
ま
し
た
。

　
研
修
で
は
、
豊
栄
舞
に
一
部
変
更

が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
一
か
ら
振
付
を

学
び
ま
し
た
。
宮
下
先
生
は
、
一
人

一
人
に
丁
寧
に
振
付
を
教
え
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
し
、
正
し
く
舞
え
る
よ

う
練
習
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
た
た

め
、
午
前
の
研
修
で
参
加
者
全
員
が

振
付
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
ま
た
、
練
習
の
間
、
豊
栄
舞
は

舞
楽
が
由
来
で
あ
る
こ
と
や
曲
の
速

度
や
間
奏
が
過
去
変
更
さ
れ
た
経
過

が
あ
る
こ
と
な
ど
知
識
を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　
午
後
の
研
修
で
は
雅
楽
に
合
わ
せ

て
練
習
を
行
い
ま
し
た
。
豊
栄
舞
の

歌
詞
が
神
の
恵
み
に
感
謝
す
る
内
容

で
あ
り
、
そ
れ
が
振
付
で
表
現
さ
れ

て
い
る
と
強
く
実
感
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
、
雅
楽
と
と
も
に
舞
う
と
、
自

分
が
舞
い
易
い
様
に
舞
っ
て
し
ま
う

こ
と
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
舞
は
自
己

満
足
で
は
な
く
、
神
様
に
奉
納
し
、

お
喜
び
い
た
だ
く
た
め
に
あ
る
こ
と

か
ら
、「
正
し
く
舞
う
こ
と
」
が
い

か
に
重
要
で
あ
る
か
再
認
識
い
た
し

ま
し
た
。

　
豊
栄
舞
研
修
会
を
通
し
て
、
女
性

の
舞
を
修
得
し
、
神
様
に
お
喜
び
い

た
だ
く
こ
と
や
次
世
代
に
継
承
し
て

い
く
こ
と
は
、
女
性
神
職
の
使
命
で

あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て

こ
の
研
修
会
は
自
分
の
神
職
像
を
変

え
る
経
験
で
あ
っ
た
と
感
じ
て
お
り

ま
す
。
参
加
で
き
ま
し
た
こ
と
、
深

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
此
の
度
、
初
め
て
山
梨
県
神
道
雅

楽
研
修
会
に
参
加
致
し
ま
し
た
、
北

口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
、
権
禰
宜
の

上
文
司
旭
で
す
。
先
ず
は
、
秋
山
会

長
は
じ
め
、
雅
楽
研
修
会
に
お
招
き

い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
社
務
の
都
合
上
、
研
修
会

は
初
日
の
み
の
参
加
で
し
た
が
、
宮

内
庁
式
部
職
楽
部
の
池
邊
先
生
に
よ

る
丁
寧
な
ご
指
導
、
そ
し
て
雅
楽
会

の
素
晴
ら
し
い
運
営
の
下
、
大
い
に

練
習
に
励
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

池
邊
先
生
と
は
、
以
前
奉
仕
し
て
い

た
神
社
の
雅
楽
練
習
に
も
お
世
話
に

な
っ
て
お
り
、
先
生
と
の
貴
重
な
ご

縁
を
い
た
だ
き
大
変
感
謝
し
て
お
り

ま
す
。
こ
の
ご
縁
を
大
切
に
、
こ
れ

か
ら
も
先
生
と
の
練
習
会
は
積
極
的

に
参
加
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

奉
務
神
社
で
雅
楽
を
演
奏
す
る
機
会

は
、
祭
典
や
結
婚
式
ぐ
ら
い
な
の
で

常
日
頃
か
ら
演
奏
、
練
習
す
る
こ
と

が
な
く
、
指
の
押
さ
え
方
や
息
の
返

し
方
等
、
基
本
的
な
部
分
を
忘
れ
か

け
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た
。
今
回
の

研
修
会
で
は
、
基
本
的
な
と
こ
ろ
を

越
え
て
難
易
度
が
高
く
、
大
変
で
し

た
が
一
つ
一
つ
こ
な
し
て
い
く
こ
と

に
、
充
実
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
今
回
の
研
修
会
を
通
じ
、

改
め
て
日
頃
か
ら
の
雅
楽
の
練
習
が

大
切
で
あ
る
と
痛
感
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
、
練
習
の
継
続
を
し
て
い
く
た

め
に
も
、
少
し
で
も
時
間
を
み
つ
け

雅
楽
に
尽
力
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま

す
。
雅
楽
は
ま
ず
拍
を
と
る
と
こ
ろ

か
ら
難
し
く
、
演
奏
す
る
ま
で
に
相

当
な
準
備
を
要
す
る
と
再
度
実
感
し

ま
し
た
。
雅
楽
に
触
れ
て
か
ら
、
六

年
目
で
す
が
、
ま
た
原
点
に
立
ち
か

え
り
基
礎
を
固
め
ら
れ
る
よ
う
練
習

を
積
み
重
ね
、
応
用
力
を
身
に
付
け

て
い
き
ま
す
。
一
日
間
の
み
の
研
修

で
し
た
が
、
非
常
に
意
義
の
あ
る
学

び
の
多
い
一
日
で
し
た
。
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

神
道
雅
楽
会
研
修
会
報
告

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
　
　
　

権
禰
宜
　
上
文
司
　
　
　
旭
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
五
類
感
染

症
へ
の
移
行
を
機
に
五
年
ぶ
り
に
、

伊
豆
国
一
宮
三
嶋
大
社
参
拝
と
沼
津

御
用
邸
公
園
の
旅
が
実
施
さ
れ
ま
し

た
。

　
令
和
六
年
三
月
八
日
に
内
藤
支
部

長
、
齋
藤
支
部
総
代
会
長
を
始
め
、

神
職
、
総
代
関
係
者
の
三
十
二
名
が

参
加
し
ま
し
た
。

　
富
士
南
麓
の
残
雪
を
バ
ス
の
車
窓

か
ら
眺
め
な
が
ら
、
午
前
中
に
三
嶋

大
社
に
到
着
、
正
式
参
拝
は
、
支
部

長
が
代
表
で
玉
串
を
奉
奠
し
、
参
拝

終
了
後
、
神
職
の
案
内
に
て
本
殿
裏

に
入
り
、
社
殿
の
彫
刻
を
拝
観
し
ま

し
た
。

　
本
殿
に
は
、
総
欅
素
木
造
の
至
る

所
に
優
れ
た
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い

て
、
建
物
の
大
き
さ
と
精
巧
な
彫
刻

は
、
実
に
見
事
で
あ
り
ま
し
た
。

　
三
嶋
大
社
を
後
に
し
て
伊
豆
フ

ル
ー
ツ
パ
ー
ク
に
て
昼
食
を
取
り
、

沼
津
御
用
邸
公
園
に
向
か
い
ま
し

た
。

　
御
用
邸
は
、
沼
津
市
の
島
郷
海
岸

に
面
し
た
黒
松
林
の
中
に
あ
り
、
大

正
天
皇
の
ご
静
養
先
と
し
て
造
営
さ

れ
ま
し
た
。
先
の
大
戦
で
本
邸
は
全

焼
し
ま
し
た
が
、
周
囲
の
附
属
邸
が

現
存
し
、
昭
和
四
十
五
年
か
ら
一
般

開
放
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
三

班
に
分
か
れ
案
内
人
の
説
明
を
受
け

な
が
ら
西
附
属
邸
を
中
心
に
見
学
し

ま
し
た
。

　
部
屋
数
二
十
六
室
の
木
造
平
屋
建

は
、
国
を
代
表
す
る
貴
重
な
宮
廷
建

築
で
、
謁
見
所
に
は
畳
敷
き
の
上
に

絨
毯
が
敷
き
詰
め
ら
れ
、
椅
子
や

テ
ー
ブ
ル
、
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
な
ど
の

調
度
品
か
ら
は
和
洋
折
衷
の
当
時
の

質
実
な
生
活
ぶ
り
を
垣
間
見
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。

　
神
職
、
総
代
関
係
者
が
交
流
を
深

め
、
充
実
し
た
日
程
の
中
で
無
事
、

帰
途
に
つ
き
ま
し
た
。

　
地
元
の
氏
子
総
代
と
し
て
今
年
度

初
め
て
山
中
湖
諏
訪
神
社
例
大
祭
の

運
営
に
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
幼
い
頃
か
ら
こ
の
祭
り
を
楽
し

ん
で
き
た
私
で
す
が
、
運
営
側
と
し

て
携
わ
る
こ
と
は
、
想
像
以
上
に
大

変
な
こ
と
で
し
た
。
全
て
は
初
め
て

の
経
験
で
あ
り
、
祭
り
に
必
要
な
用

具
等
の
準
備
、
境
内
の
整
備
や
関
係

各
所
と
の
調
整
な
ど
、
多
岐
に
わ
た

る
業
務
は
分
か
ら
な
い
事
ば
か
り

で
、
き
ち
ん
と
役
を
果
た
せ
る
の
か

心
配
で
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
宮

司
、
禰
宜
の
御
指
導
や
総
代
、
区
会

の
方
々
と
の
協
力
で
準
備
が
進
ん
で

い
き
ま
し
た
。
特
に
村
の
方
々
に
仕

事
を
依
頼
し
た
時
の
「
大
丈
夫
、
任

せ
よ
。」
と
い
う
言
葉
は
何
よ
り
の

心
の
支
え
で
し
た
。

　
九
月
一
日
の
早
朝
、
雨
の
中
、
山

道
を
登
り
き
っ
た
所
に
あ
る
奥
宮
で

の
霧
に
包
ま
れ
た
神
聖
な
神
事
か
ら

祭
り
は
始
ま
り
ま
し
た
。

　
祭
り
当
日
は
コ
ロ
ナ
禍
明
け
二
年

目
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の

人
々
が
集
ま
り
、
お
札
頒
布
、
祈
祷

な
ど
そ
れ
ぞ
れ
が
忙
し
く
動
き
、
そ

の
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま
し
た
。
一
息
つ

き
お
旅
所
の
本
殿
か
ら
、
子
授
け
を

願
い
百
度
参
り
を
す
る
方
、
赤
ち
ゃ

ん
を
抱
き
お
礼
参
り
に
手
を
合
わ
せ

る
参
拝
者
の
姿
は
こ
の
祭
り
の
大
き

な
意
義
を
感
じ
る
光
景
で
し
た
。

　
祭
り
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
の
神

輿
奉
仕
者
の
力
強
い
姿
、
そ
し
て
、

祭
り
が
終
わ
っ
た
際
の
割
れ
ん
ば
か

り
の
拍
手
を
見
て
、
大
き
な
安
堵
と

と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
総
代
の
皆
と

の
頑
張
り
が
思
い
出
さ
れ
、
胸
が

い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
地
域
全

体
が
一
体
と
な
っ
て
作
り
上
げ
る
、

こ
の
安
産
祭
り
は
何
物
に
も
代
え
が

た
い
も
の
で
あ
る
と
改
め
て
感
じ
ま

し
た
。

　
こ
の
経
験
を
通
し
て
、
地
域
の
一

員
と
し
て
の
責
任
と
、
祭
り
の
伝
統

を
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
の
大
切
さ

を
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。

支
部
だ
よ
り 

支
部
だ
よ
り 

峡
中
支
部

 

副
支
部
長
　
小
　
林
　
英
　
孝

南
都
留
支
部

山
中
諏
訪
神
社
　
　
　
　
　
　
　

 

総
代
　 

槌
　
屋
　
昌
　
彦
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当
社
は
金
峰
山
五
丈
岩
を
磐
座
と

仰
ぎ
仁
寿
元
年
、
現
在
の
奥
宮
の
地

で
あ
る
杣
口
米
澤
山
に
創
建
、
正
徳

二
年
現
在
の
地
に
里
宮
を
遷
座
し
て

以
来
、
氏
子
崇
敬
者
の
敬
神
の
誠
に

よ
り
、
そ
の
尊
厳
と
祭
事
を
守
り
伝

え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
然
し
乍
ら
、

旧
拝
殿
は
安
政
四
年
に
造
ら
れ
老
朽

化
が
著
し
く
、
再
建
が
急
務
の
状
態

と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
再
建
に
向

け
動
き
出
し
た
の
は
平
成
始
め
、
積

立
を
重
ね
平
成
二
十
一
年
に
準
備
委

員
会
、
平
成
二
十
九
年
に
拝
殿
建
設

委
員
会
を
設
立
、
令
和
三
年
社
殿
再

建
事
業
を
決
議
し
ま
し
た
。
厳
し
い

社
会
情
勢
下
で
、
更
に
は
氏
子
各
地

域
に
お
い
て
も
其
々
の
神
社
を
護
持

し
て
い
る
中
で
活
動
に
は
時
間
を
要

し
ま
し
た
が
、
氏
子
地
区
、
崇
敬
篤

志
を
合
わ
せ
て
目
標
を
上
回
る
御
奉

賛
を
賜
り
、
御
蔭
を
持
ち
ま
し
て
事

業
着
手
と
な
り
ま
し
た
。
令
和
三
年

十
一
月
、
境
内
の
百
年
を
超
え
る
杉

や
桧
を
社
殿
御
用
材
と
し
て
山
口
祭
、

御
杣
始
祭
を
斎
行
、
令
和
五
年
四
月

棟
切
祭
、
同
年
五
月
五
日
地
鎮
祭
、

同
年
十
二
月
上
棟
祭
、
令
和
六
年
八

月
十
一
日
、
遂
に
歴
代
宮
司
の
願
い

で
あ
り
ま
し
た
拝
殿
御
造
営
事
業
の

竣
工
祭
を
迎
え
ま
し
た
。
当
日
は
多

く
の
参
拝
を
願
い
、
午
前
に
関
係
者

五
十
名
の
列
席
す
る
新
殿
奉
告
祭
を

斎
行
、
式
典
及
び
感
謝
状
贈
呈
を
執

り
行
い
ま
し
た
。
午
後
に
は
一
般
の

方
々
の
竣
工
祭
昇
殿
参
拝
祈
願
を
行

い
二
百
名
近
く
の
参
拝
者
で
賑
わ
い
、

多
く
の
方
の
笑
顔
と
共
に
記
念
す
べ

き
祭
典
を
御
奉
仕
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
改
め
て
事
業
完
遂
の
導
き

に
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

今
後
も
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
此

の
神
域
を
次
の
代
に
繋
ぐ
べ
く
、
報

本
反
始
の
心
を
以
て
神
明
奉
仕
に
勤

め
て
参
り
ま
す
。
此
の
静
寂
な
山
間

の
麗
し
い
神
域
に
是
非
ご
参
拝
く
だ

さ
い
。

　
令
和
六
年
七
月
一
日
、
北
杜
市
の

観
光
協
会
の
会
長
を
始
め
北
杜
市

長
・
警
察
署
長
・
各
山
岳
会
の
会
長

等
の
諸
役
の
人
等
の
も
と
八
ヶ
岳
山

開
祭
を
斎
行
し
た
。

　
明
治
以
前
は
、
山
に
入
る
人
々
は

信
仰
や
狩
猟
の
為
で
有
り
、
入
山
は

と
て
も
神
聖
な
る
も
の
で
、
な
ぜ
な

ら
神
が
宿
る
所
で
あ
る
か
ら
で
、
里

山
と
は
区
別
し
て
い
て
、
入
山
す
る

時
に
は
、
言
葉
も
山
言
葉
と
里
言
葉

と
か
え
て
い
た
位
江
戸
時
代
ま
で
永

き
に
渡
り
日
本
の
文
化
と
し
て
継
続

し
た
。
明
治
に
な
り
文
明
開
化
と
い

う
波
に
押
さ
れ
西
洋
の
文
化
等
が
流

入
し
て
来
た
中
の
一
つ
に
、
レ

ジ
ャ
ー
や
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
山
に
登

る
様
に
な
っ
た
。
特
に
有
名
な
の
が

英
国
人
宣
教
師
で
あ
っ
た
ウ
�
ル

タ
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
が
日
本
に
滞
在
し

て
い
た
十
四
、五
年
の
間
に
富
士
山

を
始
め
全
国
の
山
に
登
頂
し
、
飛
騨

山
脈
を
「
日
本
ア
ル
プ
ス
」
と
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ガ
ウ
ラ
ン
ド
が
命
名
し
た

の
を
引
用
し
「
日
本
ア
ル
プ
ス
登
山

と
探
検
」
と
し
て
明
治
に
刊
行
し
日

本
ア
ル
プ
ス
と
言
う
名
前
が
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
ウ
ェ
ス
ト

ン
が
も
ち
込
ん
だ
レ
ジ
ャ
ー
・
ス

ポ
ー
ツ
登
山
が
始
ま
り
で
様
々
の
山

岳
会
が
出
来
、
登
山
が
一
般
の
人
々

に
ま
で
広
が
り
日
本
各
地
の
山
岳
部

で
山
開
き
の
御
祭
り
が
行
わ
れ
る
ま

で
に
な
っ
て
来
た
。

　
た
だ
日
本
古
来
か
ら
登
拝
の
文
化

が
西
洋
の
レ
ジ
ャ
ー
・
ス
ポ
ー
ツ
登

山
に
凌
駕
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
一
つ
の

例
と
し
て
山
の
名
前
を
取
っ
て
み
て

も
日
本
ア
ル
プ
ス
、
南
ア
ル
プ
ス
、

北
ア
ル
プ
ス
な
ど
こ
ん
な
名
前
の
山

は
日
本
に
は
な
い
の
で
す
。
日
本
本

来
の
名
前
を
聞
い
て
も
答
え
ら
れ
な

い
人
が
多
い
の
が
現
状
で
あ
る
に
思

わ
れ
る
の
で
、
山
開
き
の
御
祭
を
す

る
前
に
、
信
仰
の
為
で
も
狩
猟
の
為

で
も
な
く
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ジ
ャ
ー
の

為
、
健
康
の
為
に
登
山
を
す
る
と
い

う
事
は
、
自
分
の
為
だ
け
の
事
で
山

に
入
る
事
で
あ
り
生
態
系
、
自
然
環

境
な
ど
に
ど
の
様
な
影
響
を
及
ぼ
す

か
と
い
う
思
い
が
気
薄
の
人
が
い
る

様
な
の
で
、
限
ら
ず
私
が
言
う
の
は
、

山
は
神
聖
な
場
所
で
有
り
、
山
頂
に

は
祠
が
あ
り
神
様
が
祀
ら
れ
て
い
る

事
な
ど
、
又
自
然
と
の
調
和
を
考
え

人
間
も
自
然
の
中
の
一
つ
で
あ
る
事

な
ど
を
説
明
し
祭
り
を
斎
行
す
る
事

と
し
て
い
ま
す
。

祭
典
を
斎
行
し
て

  
金
櫻
神
社
拝
殿
竣
工
祭
を
終
え
て

 
宮
司
　
小
田
切
　
宣
　
幸

  

八
�
岳
開
山
式
祭

　
建
部
神
社

宮
司
　
石
　
原
　
貞
　
夫
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七
月
二
十
七
日
と
二
十
八
日
並
び

に
八
月
三
日
と
四
日
の
四
日
間
の
日

程
に
よ
り
、
山
梨
県
神
社
庁
を
会
場

と
し
、「
第
二
十
一
回
初
任
神
職
研

修
会
」
が
開
催
さ
れ
、
九
名
の
研
修

生
が
受
講
し
ま
し
た
。
受
講
生
の
大

半
が
他
の
職
業
に
就
き
な
が
ら
、
神

職
と
し
て
の
歩
み
を
始
め
た
ば
か
り

と
い
う
こ
と
で
、
初
々
し
い
雰
囲
気

に
包
ま
れ
る
中
、
各
々
が
緊
張
し
た

面
様
で
初
日
の
開
講
式
を
迎
え
ま
し

た
。
各
講
義
講
師
は
山
梨
県
神
社
庁

研
修
所
の
講
師
陣
が
務
め
、
初
日
は
、

小
山
利
行
先
生
の
「
神
職
奉
務
心
得

（
敬
神
生
活
の
綱
領
）」・
桃
井
一
祝

先
生
の
「
祭
祀
関
係
実
技
」。 

第
二

日
目
は
、
飯
田
直
樹
先
生
の
「
神
社

実
務
」・
中
村
宗
彦
先
生
の
「
神
宮

に
つ
い
て
」。
第
三
日
目
は
、
金
子

壽
元
先
生
の
「
神
職
奉
務
心
得
」・

古
屋
真
弘
先
生
の
「
神
社
本
庁
憲

章
」・
飯
田
直
樹
先
生
の
「
神
社
実

務
」。
第
四
日
目
は
、
上
文
司
厚
先

生
の
「
神
社
本
庁
史
」・
小
佐
野
正

史
先
生
の
「
講
話
」 

と
多
く
の
講
義

と
な
り
、
そ
の
講
義
の
間
に
は
、 

私

の
「
訓
育
指
導
」
の
講
義
も
組
み
込

み
、
受
講
生
皆
が
こ
の
研
修
で
必
ず

や
何
か
を
得
よ
う
と
、
真
剣
な
眼
差

し
で
聞
き
入
っ
て
お
り
ま
し
た
。
更

に
二
日
目
よ
り
四
日
目
の
夕
刻
に
は
、

レ
ポ
ー
ト
執
筆
が
あ
り
、
講
義
を
踏

ま
え
て
の
自
身
の
想
い
を
し
た
た
め

て
お
り
ま
し
た
。
受
講
生
九
名
誰
ひ

と
り
欠
け
る
こ
と
無
く
閉
講
式
を
迎

え
、
小
佐
野
山
梨
県
神
社
庁
研
修
所

長
よ
り
、
受
講
生
を
代
表
し
て
大
村

康
太
郎
君
が
修
了
証
を
受
け
、
小
佐

野
重
正
君
が
謝
辞
を
述
べ
ま
し
た
。

こ
の
九
名
が
こ
れ
か
ら
の
斯
界
の
発

展
と
神
道
興
隆
の
た
め
に
、
一
意
専

心
に
し
て
、
切
磋
琢
磨
す
る
事
を
切

に
願
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
社
家
で
な
い
私
に
と
っ
て
、
神
職

の
礎
を
な
す
、
心
の
有
り
様
、
徳
性
、

素
養
、
知
識
、
経
験
等
す
べ
て
が
己

に
備
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
痛
感
す

る
初
任
神
職
研
修
会
と
な
り
ま
し
た
。

研
修
で
は
次
の
二
つ
の
こ
と
が
特
に

心
に
刻
ま
れ
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
神
社
の
尊
さ
は
不
動
だ
が
、

仕
え
る
者
の
素
質
に
よ
り
そ
の
有
り

様
は
千
変
萬
化
し
う
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
神
職
と
し
て
素
養
を
高
め
る

か
否
か
に
よ
り
神
威
発
揚
に
差
異
が

生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
先
生
方

が
共
通
し
て
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ

と
が
印
象
的
で
し
た
。
肝
に
銘
じ
、

心
に
刻
も
う
と
思
い
ま
し
た
。

　
次
に
本
研
修
の
存
在
に
つ
い
て
で

あ
り
ま
す
。
研
修
で
は
本
当
に
多
く

の
気
づ
き
、
学
び
を
賜
り
、
初
任
神

職
と
し
て
自
分
に
何
が
足
り
て
い
な

い
の
か
、
そ
れ
を
明
確
に
突
き
つ
け

て
く
だ
さ
る
機
会
は
存
外
少
な
く
、

身
に
心
に
有
り
難
い
と
感
じ
ま
し
た
。

　
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
最
大
の
熱

量
を
以
て
各
講
義
を
教
え
て
く
だ

さ
っ
た
先
生
方
、
研
修
を
支
え
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
事
務
局
の
皆
様
、
と

も
に
研
修
を
受
講
し
様
々
教
え
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
同
期
の
皆
様
に
も
こ

の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

　
令
和
六
年
七
月
二
十
七
日
・

二
十
八
日
、
お
よ
び
八
月
三
日
・
四

日
に
山
梨
県
神
社
庁
で
第
二
十
一
回

初
任
神
職
研
修
会
が
開
催
さ
れ
、
男

女
合
わ
せ
て
九
名
の
参
加
者
の
方
々

と
と
も
に
受
講
い
た
し
ま
し
た
。

　
本
研
修
は
、
新
た
に
任
用
さ
れ
た

神
職
が
、
神
社
本
庁
お
よ
び
神
社
庁

の
組
織
を
理
解
し
、
神
職
と
し
て
の

自
覚
と
連
帯
感
を
養
う
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。
小
山
利
行
先
生
は

じ
め
、
総
勢
九
名
の
講
師
の
先
生
方

に
よ
る
、
神
宮
に
関
す
る
知
識
、
神

職
奉
務
の
心
得
、
神
社
本
庁
史
、
祭

祀
実
技
、
神
社
実
務
な
ど
、
幅
広
い

内
容
の
講
義
と
実
技
演
習
が
行
わ

れ
、
神
職
と
し
て
の
基
礎
を
幅
広
く

学
ぶ
貴
重
な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
講
師
の
先
生
方
か
ら
は
、
神
職
と

し
て
日
々
心
が
け
る
べ
き
教
え
を
頂

き
、
実
務
面
で
も
多
く
の
学
び
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
同

期
の
方
々
と
の
交
流
も
深
ま
り
、
学

び
と
成
長
の
多
い
有
意
義
な
研
修
と

な
り
ま
し
た
。

　
今
後
も
こ
の
研
修
で
得
た
知
識
や

経
験
を
活
か
し
、
神
職
と
し
て
の
務

め
は
も
ち
ろ
ん
の
事
、
一
神
道
人
と

し
て
大
神
様
等
へ
日
々
の
感
謝
と
神

教
え
を
胸
に
神
明
奉
仕
に
励
ん
で
ま

い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
二
十
一
回 

初
任
神
職
研
修
会

　
日
吉
山
王
神
社

 
禰
宜
　
大
　
村
　
康
太
郎

　
甲
斐
奈
神
社

 

禰
宜
　
中
　
川
　
麻
　
里

　
　
研
修
所
　
訓
育
主
任

 

乙
　
黒
　
　
　
洋
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去
る
九
月
三
十
日
山
梨
県
宗
教
者

懇
話
会
（
会
長
根
津
泰
昇
稲
積
神
社

宮
司
）
に
よ
る
『
第
三
十
八
回
宗
懇

じ
べ
た
講
演
』
が
リ
ッ
チ
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
総
合
市
民
会
館
芸
術
ホ
ー
ル
で
、

神
社
本
廳
総
長･

石
清
水
八
幡
宮
田

中
恆
清
宮
司
を
講
師
に
迎
え
開
催
さ

れ
、
県
内
神
社
関
係
者
を
始
め
約

三
百
五
十
人
が
参
加
し
た
。

　
山
梨
県
宗
教
者
懇
話
会
は
昭
和

四
十
六
年
に
県
内
の
宗
教
者
が
、
宗

教
、
宗
派
の
違
い
を
超
え
て
様
々
な

活
動
を
通
じ
人
間
本
来
の
「
心
」
を

掘
り
起
こ
し
、
豊
か
な
郷
土
作
り
を

目
指
し
発
会
、
活
動
を
続
け
て
お
り
、

本
講
演
会
も
そ
の
活
動
の
主
要
行
事

の
ひ
と
つ
で
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
中

断
を
挟
み
今
回
で
三
十
八
回
を
迎
え

た
。
毎
年
各
界
の
方
を
招
き
開
催
し

て
い
る
。
ま
た
表
題
に
あ
る
『
じ
べ

た
』
は
同
会
の
機
関
誌
の
名
称
で
も

あ
り
、
大
地
に
し
っ
か
り
根
を
下
ろ

し
、
宗
教
者
が
同
じ
姿
勢
で
物
質
本

位
の
弊
害
を
乗
り
越
え
て
精
神
文
化

高
揚
の
拠
点
に
す
る
「
心
の
願
い
」

を
象
徴
し
、
大
地
か
ら
命
の
願
い
を

発
信
す
る
を
意
図
し
名
付
け
ら
れ
た

も
の
で
す
。

  

本
年
の
講
演
は
田
中
総
長
に
よ
り

『
宗
教
協
力
組
織
に
永
年
携
わ
っ
て

き
て
思
う
事
』
と
題
し
て
行
わ
れ
、

自
身
の
生
い
立
ち
や
石
清
水
八
幡
宮

の
歴
史
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

八
百
万
の
神
々
の
生
き
て
い
る
日
本

の
文
化
・
風
土
が
世
界
の
中
で
も
宗

教
者
が
協
力
し
、
信
仰
を
通
じ
平
和

を
呼
び
掛
け
る
の
に
適
し
て
い
る
こ

と
な
ど
、
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら

解
り
や
す
く
話
さ
れ
た
。

内

藤

　

寬

　
宗
教
者
懇
話
会

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

祭
 
典
 
日
 
程 

祭
 
典
 
日
 
程 

金
桜
神
社
鎮
火
祭

長
坂
町
長
坂
上
条
穂
見
諏
訪
十
五
所
神
社

厄
神
祭

長
坂
町
長
坂
上
条
穂
見
諏
訪
十
五
所
神
社

新
嘗
祭
・
大
祓
式

稲
積
神
社
年
越
大
祓
　
菅
田
天
神
社
大
祓

甲
府
市
宮
前
町
八
幡
神
社
大
祓
　
甲
府
市

国
玉
町
玉
諸
神
社
大
祓
　
甲
府
市
東
光
寺

山
八
幡
神
社
大
祓
　
甲
府
市
千
塚
八
幡
神

社
年
越
大
祓
　
身
延
町
下
山
一
宮
賀
茂
神

社
大
祓
　
長
坂
町
長
坂
上
条
穂
見
諏
訪

十
五
所
神
社
除
夜
祭
　
大
泉
町
谷
戸
逸
見

神
社
大
祓
・
年
越
祭
　
忍
野
村
忍
草
浅
間

神
社
年
越
大
祓
式
並
び
に
除
夜
祭
　
忍
野

村
内
野
浅
間
神
社
年
越
大
祓
式
並
び
に
除

夜
祭
　
山
中
湖
村
山
中
浅
間
神
社
大
祓
い

菅
田
天
神
社
元
旦
祭
　
市
川
三
郷
町
宮
原

浅
間
神
社
歳
旦
祭
　
市
川
三
郷
町
鴨
狩
津

向
城
山
神
社
歳
旦
祭
　
富
士
川
町
青
柳
町

諏
訪
神
社
元
旦
祭
　
南
ア
ル
プ
ス
市
百
々

諏
訪
神
社
歳
旦
祭
　
南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中

条
巨
摩
八
幡
宮
歳
旦
祭
　
南
ア
ル
プ
ス
市

小
笠
原
笠
屋
神
社
元
旦
祭
　
南
ア
ル
プ
ス

市
下
宮
地
神
部
神
社
元
旦
祭
　
藤
井
町
南

下
條
福
地
八
幡
神
社
歳
旦
祭
　
須
玉
町
小

倉
八
幡
神
社
歳
旦
祭
　
長
坂
町
長
坂
上
条

穂
見
諏
訪
十
五
所
神
社
元
旦
祭
　
大
泉
町

谷
戸
逸
見
神
社
元
旦
祭
　
小
淵
沢
町
小
淵

沢
北
野
天
神
社
元
旦
祭
　
白
州
町
白
須
若

宮
八
幡
神
社
元
旦
祭
　
山
中
湖
村
山
中
浅

間
神
社
歳
旦
祭
　
富
士
河
口
湖
町
船
津
八

王
子
神
社
歳
旦
祭
・
厄
払
祭
　
富
士
河
口

湖
町
船
津
筒
口
神
社
歳
旦
祭
　
初
狩
町
下

初
狩
八
幡
神
社
元
旦
祭
　
富
浜
町
鳥
沢
福

地
八
幡
神
社
元
旦
祭

大
月
市
駒
橋
三
嶋
神
社
元
始
祭

長
坂
町
長
坂
上
条
穂
見
諏
訪
十
五
所
神
社

筒
粥
神
事
（
～
15
日
）

都
留
市
朝
日
馬
場
石
船
神
社
初
祭
り

富
士
吉
田
市
上
吉
田
山
神
社
春
季
例
大
祭

富
士
吉
田
市
新
屋
山
神
社
正
月
祭

12
・
１

12
・
６

12
・
25

12
・
31

１
・
１

１
・
３

１
・
14

１
・
15

１
・
17

甲
府
市
宝
穴
切
大
神
社
秋
季
例
大
祭
　
酒

折
宮
例
大
祭
　
山
梨
市
正
徳
寺
唐
土
神
社

秋
例
大
祭
　
市
川
三
郷
町
鴨
狩
津
向
城
山

神
社
秋
祭
　
甲
斐
市
富
竹
新
田
神
明
神
社

例
大
祭
　
甲
斐
市
長
塚
長
塚
神
社
秋
季
例

大
祭
　
南
ア
ル
プ
ス
市
百
々
諏
訪
神
社
秋

季
例
祭
　
南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
諏
訪

神
社
例
祭
　
南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
条
巨
摩

八
幡
宮
秋
季
例
大
祭

山
梨
市
三
ヶ
所
諏
訪
神
社
秋
季
例
大
祭

南
ア
ル
プ
ス
市
吉
田
諏
訪
神
社
秋
期
例
祭

甲
府
市
愛
宕
町
愛
宕
神
社
例
祭

武
田
神
社
御
祭
神
生
誕
祭
・
明
治
祭
　
大

嶽
山
那
賀
都
神
社
薪
紅
葉
祭
　
市
川
三
郷

町
市
川
大
門
町
弓
削
神
社
例
大
祭
　
甲
府

市
高
畑
住
吉
神
社
秋
季
例
大
祭

増
穂
町
天
神
中
条
天
神
中
条
天
滿
宮

七
五
三
詣
り

忍
野
村
忍
草
浅
間
神
社
七
五
三
祭
　
忍
野

村
内
野
浅
間
神
社
七
五
三
祭
　
山
中
湖
村

山
中
浅
間
神
社
七
五
三
祭
典

小
室
浅
間
神
社
室
宮
恵
比
寿
例
祭（
～
20
日
）

住
吉
神
社
新
嘗
祭
　
生
出
神
社
新
嘗
祭
　

甲
府
市
宮
前
町
八
幡
神
社
新
嘗
祭
　
甲
府

市
国
玉
町
玉
諸
神
社
新
嘗
祭
　
市
川
三
郷

町
市
川
大
門
町
弓
削
神
社
新
嘗
祭
　
大
月

市
猿
橋
三
嶋
神
社
新
嘗
祭
　
上
野
原
市
上

野
原
牛
倉
神
社
新
嘗
祭
　
甲
府
市
湯
田
甲

府
恵
比
寿
神
社
例
大
祭
え
び
す
講
祭
　
勝

沼
町
菱
山
古
宮
太
神
社
秋
季
例
大
祭
　
中

央
市
浅
利
諏
訪
神
社
秋
祭
（
新
嘗
祭
）　
身

延
町
帯
金
八
幡
大
神
社
新
穀
感
謝
祭
　
南

ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
諏
訪
神
社
新
嘗
祭

富
士
吉
田
市
上
暮
地
神
明
社
新
嘗
祭
　
忍

野
村
忍
草
浅
間
神
社
新
嘗
祭
　
忍
野
村
内

野
浅
間
神
社
新
嘗
祭
　
上
野
原
市
上
野
原

諏
訪
神
社
新
嘗
祭

富
士
吉
田
市
松
山
松
尾
神
社
新
嘗
祭
　
上

野
原
市
大
野
惣
祖
神
社
新
嘗
祭

大
泉
町
谷
戸
逸
見
神
社
新
嘗
祭

10
・
20

10
・
27

10
・
28

10
・
30

11
・
３

11
・
12

11
・
15

11
・
19

11
・
23

11
・
24

11
・
28
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今
後
の
予
定 

今
後
の
予
定 
今
後
の
予
定 

○
新
穀
感
謝
祭 

　
我
が
国
の
御
親
神
、
心
の
ふ
る
さ

と
と
仰
ぐ
「
お
伊
勢
様
」。
そ
の
限
り

な
い
御
神
恩
に
感
謝
の
真
心
を
捧
げ
、

「
瑞
穂
の
国
」
と
称
え
ら
れ
た
我
が
国

柄
へ
の
思
い
を
新
た
に
す
る
新
穀
感

謝
祭
を
左
記
の
日
程
に
よ
り
開
催
い

た
し
ま
す
。

　
本
年
も
多
く
の
皆
様
の
ご
参
列
を

得
て
、
奉
賛
の
喜
び
を
共
に
致
し
た

く
存
じ
ま
す
。

　
　
　
　
記

一
�
日
　
時

　
令
和
六
年
十
一
月
十
二
日
・

　
　
　
　
　
十
三
日
（
一
泊
二
日
）

一 

、
神
宮
で
は
御
垣
内
に
て
特
別
参

拝
、
参
拝
記
念
が
撤
下
さ
れ
ま
す
。

二 

、
宿
泊
ホ
テ
ル
、
行
程
、
参
加
費

は
支
部
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
、

支
部
役
員
・
神
社
宮
司
に
お
尋
ね

下
さ
い
。

○
神
殿
新
嘗
祭 

　
初
穂
を
供
え
、
今
年
一
年
の
収
穫

の
感
謝
と
喜
び
を
神
々
に
奉
告
す
る

「
新
嘗
祭
」　
恒
例
に
よ
る
神
事
を
左

記
に
よ
り
斎
行
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
記

日
　
時

　
令
和
六
年
十
一
月
七
日
（
木
）

　
　
　
　
　
　
　
午
後
一
時
三
十
分

場
　
所
　
山
梨
県
神
社
庁
神
殿

○
神
社
庁
神
殿
祈
年
祭
並
び
に

　
　
　
教
化
講
演
会
の
お
知
ら
せ 

　
神
社
庁
神
殿
祈
年
祭
並
び
に
教
化

講
演
会
を
左
記
の
日
程
で
斎
行
い
た

し
ま
す
。

　
　
　
　
記

一
�
日
　
時

　
　
令
和
七
年
二
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　（
木
曜
・
先
負
）

一
�
日
　
程

　
　
神
殿
祈
年
祭

　
　
　
　
　
　
午
後
一
時
三
〇
分

　
　
教
化
講
演
会

　
　
　
　
　
　
午
後
三
時

一
�
講
　
師

　
　
神
棚
の
里

　
　
　
公
式
神
棚
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

　
　
　
　
齊
　
藤
　
　
　
蘭
　
先
生

一
�
講
演
内
容

　
　「
家
庭
祭
祀
に
つ
い
て
」

一
�
場
　
所

　
　
山
梨
県
神
社
庁
　
神
殿

神社庁
ホームページ

 

神
棚
差
し
上
げ
ま
す

山
梨
県
神
社
庁

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
五
五
│
二
八
八
│
〇
〇
〇
三
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